
北
　
政
　
所
　
考

中
世
社
会
に
お
け
る
公
家
女
性

金

井

静

香

北政所考（金井）

【
要
約
】
　
鎌
倉
期
以
降
の
申
世
に
お
け
る
公
家
女
性
に
つ
い
て
は
、
平
安
期
に
比
べ
実
態
的
解
明
が
未
だ
不
十
分
な
状
況
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
蓋
世

に
お
け
る
北
政
所
（
摂
政
・
関
白
と
な
っ
た
男
性
の
正
妻
）
へ
の
叙
位
お
よ
び
そ
の
家
政
機
関
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
摂
関
家
に
お
け
る

婚
姻
形
態
の
変
化
が
北
政
所
と
い
う
地
位
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
跡
づ
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
鎌
倉
期
～
室
町
期
の
公
家
女
性
に
関
す
る
研
究
の
空
白
部
分

を
多
少
と
も
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
従
来
は
「
家
」
妻
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
北
政
所
に
、
新
た
な
角
度
か
ら
光
を
当
て
て
い
る
。

　
摂
政
・
関
白
（
就
任
予
定
者
を
含
む
）
の
妻
へ
の
叙
位
は
、
平
安
中
期
か
ら
鎌
倉
中
期
に
か
け
て
は
朝
観
行
幸
な
ど
の
勧
賞
と
し
て
主
に
行
わ
れ
て
い

た
が
、
鎌
倉
中
期
の
半
ば
頃
か
ら
は
、
摂
関
の
去
た
る
こ
と
自
体
を
理
由
と
し
て
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
北
政
所
の
家
政
機

関
設
題
お
よ
び
従
三
位
獲
得
は
、
基
本
的
に
夫
の
摂
関
就
任
に
連
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
北
政
所
の
政
所
始
に
お
い
て
は
、
政
所
の
ほ
か
蔵
人
所
・
侍

所
も
置
か
れ
、
自
身
の
家
政
機
関
を
有
す
る
北
政
所
は
、
公
家
社
会
に
対
し
て
は
権
門
に
準
ず
る
役
割
も
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
婚
姻
形
態
の
変
化
に
伴

い
嫁
取
儀
礼
に
よ
っ
て
摂
関
家
に
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
妻
は
、
将
来
北
政
所
と
な
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
し
か
し
、
室
町
期
に
は
嫁
取
儀
礼
を

経
る
こ
と
な
く
摂
関
家
の
「
家
」
妻
の
役
割
を
果
た
す
女
性
も
出
現
し
、
北
政
所
の
定
義
は
揺
ら
ぎ
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
北
政
所
の
実
態
を
ふ
ま
え
る
と
、
中
世
の
北
政
所
は
「
家
」
外
部
に
あ
る
朝
廷
や
公
家
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
そ
の
存
在
意
義

を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
九
巻
一
号
　
二
〇
＝
凶
年
一
月

101 （101）



は
　
じ
　
め
　
に

　
日
本
中
世
の
女
性
に
関
す
る
研
究
は
著
し
い
多
様
化
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
の
源
流
に
、
婚
姻
形
態
と
相
続
制
度
を
中
心
と
す
る
高
群
逸
枝
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
女
性
史
研
究
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
二
〇
｝
○
年
代
の
今
日
に
お
い
て
女
性
史
を
振
り
返
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
な

研
究
テ
ー
マ
が
何
で
あ
れ
、
脇
田
晴
子
氏
と
田
端
泰
子
氏
の
業
績
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
両
氏
が
自
身
の
業
績
を
研
究
史

上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
文
章
な
ど
に
依
拠
し
て
そ
の
意
義
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
脇
田
氏
の
功
績
の
核
心
は
、
婚
姻
と
相
続
を
欠
く
べ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ざ
る
要
素
と
す
る
「
家
」
を
女
性
史
研
究
の
柱
と
し
、
女
性
史
を
中
世
史
研
究
の
主
要
分
野
に
押
し
上
げ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
田
端
氏

は
、
そ
う
し
た
「
家
」
と
女
性
に
関
す
る
見
方
を
脇
田
氏
と
共
有
し
た
上
で
、
女
性
史
の
も
つ
学
際
性
を
活
か
し
て
、
女
性
史
を
基
軸
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

新
た
な
社
会
史
の
構
築
を
提
唱
し
た
。

　
「
家
」
と
学
際
性
、
こ
の
二
つ
は
、
女
性
史
と
他
の
研
究
分
野
と
を
結
び
つ
け
、
多
く
の
研
究
者
か
ら
注
目
さ
れ
る
成
果
を
生
み
だ
し
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
。
上
皇
の
「
家
」
に
お
け
る
女
院
（
后
妃
、
未
婚
内
親
王
）
の
存
在
を
視
野
に
い
れ
て
治
天
の
君
権
力
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
院
政
研
究
な

ど
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
「
家
」
が
政
治
や
社
会
、
経
済
、
文
化
（
仏
教
を
含
む
）
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
要
素
の
　
つ
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
多
く
の
種
類
の
女
性
が
中
世
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
各
々
「
家
」
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
日
本
中
世
史
研
究
全
体
の
進

展
に
も
つ
な
が
つ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
女
性
史
は
中
世
史
の
な
か
で
良
き
道
の
り
を
歩
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
中
世
と
い
う
時
代
の
な
か
に
は
、
そ
の
立
場
に
つ
い
て
未
検
討
で
あ
る
女
性
た
ち
が
数
多
く
存
在
す
る
。
本
稿
で

は
そ
う
し
た
女
性
た
ち
の
な
か
か
ら
、
北
政
所
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
み
え
る
中
世
女
性
の
存
在
形
態
を
提
示
し
た
い
。
一
般
的
に
、
北
政

所
と
い
え
ば
豊
臣
秀
吉
の
妻
の
「
お
ね
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
．
〕
と
が
多
い
巾
本
稿
の
主
題
は
・
従
来
覆
関
家
の
正
妻
」
と
定
義
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
て
き
た
北
政
所
と
い
う
地
位
、
称
号
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
個
人
で
は
な
く
概
念
と
し
て
の
北
政
所
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
上
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
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dヒ　政　所　考　 （金弱：）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
れ
ま
で
に
北
政
所
に
つ
い
て
の
専
属
と
い
う
べ
き
論
文
・
著
書
は
、
藤
木
邦
彦
、
服
藤
早
苗
、
後
藤
み
ち
子
の
各
氏
に
よ
り
発
表
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
藤
木
氏
の
論
文
は
、
北
政
所
と
い
う
語
の
意
味
や
、
呼
称
と
し
て
の
始
ま
り
、
家
政
機
関
職
員
な
ど
に
つ
い
て
簡
潔
に
叙
述

し
た
も
の
で
、
発
表
年
代
は
比
較
的
古
い
が
北
政
所
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
研
究
で
あ
る
。
服
藤
氏
の
著
書
に
お
い
て
は
、
平
安
期
の
北
政
所

に
関
す
る
史
料
を
数
多
く
収
集
し
、
そ
れ
を
も
と
に
北
政
所
の
成
立
過
程
、
お
よ
び
そ
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

注
目
さ
れ
る
の
は
「
女
性
に
と
っ
て
北
政
所
の
成
立
は
、
ど
の
階
層
で
も
正
妻
す
な
わ
ち
家
妻
の
安
定
的
役
割
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
の
表
現
で

あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
戦
国
期
の
北
政
所
に
関
す
る
後
藤
氏
の
著
書
に
お
い
て
も
、
当
該
期
に
多
く
の
摂
関
家
で
嫁
取
儀
式

を
挙
げ
た
正
妻
が
再
び
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
前
提
で
、
北
政
所
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
の
正
妻
た
ち
の
様
々
な
役
割
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

　
北
政
所
と
い
う
地
位
が
、
「
夫
の
『
家
』
の
家
妻
」
と
し
て
解
明
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
女
性
史
の
歩
み
と
表
裏
の

関
係
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
理
解
し
た
上
で
、
本
稿
で
な
お
北
政
所
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
主
な
理
由
は
二
つ
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
、

「
家
」
の
妻
と
い
う
側
面
に
注
目
す
る
だ
け
で
北
政
所
の
本
質
が
解
明
さ
れ
う
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
「
家
」
妻
だ
け
が
北
政
所
を
構
成
す

る
要
素
な
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
中
世
の
ほ
と
ん
ど
の
時
期
に
関
し
て
は
、
北
政
所
の
存
在
形
態
自
体
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
た
め
で
あ
る
。

平
安
期
を
対
象
と
し
た
服
藤
氏
の
著
書
も
、
北
政
所
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
女
性
の
時
代
的
下
限
は
藤
原
忠
通
・
頼
長
兄
弟
の
妻
ま
で

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
平
氏
の
台
頭
か
ら
鎌
倉
幕
府
成
立
と
い
う
政
治
的
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
る
直
前
で
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
後
藤
氏
の
扱
っ
た
戦
国
期
の
直
前
ま
で
、
北
政
所
に
つ
い
て
は
研
究
の
空
自
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　
先
行
研
究
が
扱
っ
て
い
な
い
平
安
末
期
～
室
町
期
ま
で
の
北
政
所
に
つ
い
て
の
史
料
を
集
め
概
観
し
て
い
く
と
、
「
家
」
と
の
関
係
だ
け
で

は
説
明
が
困
難
な
部
分
も
北
政
所
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
部
分
も
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世

公
家
社
会
の
な
か
で
の
北
政
所
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
摂
関
家
と
い
う
「
家
」
と
北
政
所
の
関
係
に
つ
い
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て
も
改
め
て
検
討
す
る
。

　
な
お
、
北
政
所
と
い
う
語
は
、
摂
関
の
妻
に
付
与
さ
れ
る
称
号
や
地
位
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
は
、
家
政
機
関
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
の
を
指
す
場
合
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
北
政
所
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
が
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
家
政
機
関
を
指
す
場
合
に

は
「
政
所
」
な
ど
の
旦
ハ
体
的
機
関
名
を
用
い
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
な
先
行
研
究
に
よ
る
北
政
所
の
定
義
（
摂
関
家
の
正
妻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
は
、
単
な
る
摂
関
家
男
子
の
正
妻
な
ど
、
当
時
実
際
に
北
政
所
と
称
さ
れ
た
妻
よ
り
も
広
い
範
囲
の
女
性
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

本
稿
の
主
題
で
あ
る
北
政
所
は
、
基
本
的
に
は
夫
の
摂
関
就
任
（
予
定
を
含
む
）
を
前
提
と
し
て
実
際
に
「
北
政
所
」
と
称
さ
れ
た
正
妻
で
あ

る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　
本
稿
の
研
究
は
、
史
料
所
蔵
機
関
（
窟
内
庁
書
陵
部
な
ど
）
及
び
学
術
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
C
i
N
i
i
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
公
開
用
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
な
ど
）
運
営
機
関
の
業
務
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
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①
『
高
群
逸
枝
全
集
』
第
一
～
六
巻
（
理
論
社
、
一
九
六
六
年
）
。

②
脇
田
晴
子
「
序
章
中
世
に
お
け
る
『
家
㎞
の
成
立
と
女
性
の
位
置
－
母
性
と

　
家
政
と
性
愛
一
」
・
同
「
付
立
1
　
中
世
女
性
史
研
究
の
軌
跡
」
（
以
上
、
同
『
日

　
本
中
世
女
性
史
の
研
究
㎞
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
。
う
ち
「
付
論
1
」

　
の
初
出
は
一
九
九
一
年
）
。

③
田
端
泰
子
門
序
章
日
本
中
世
女
性
史
研
究
の
歩
み
と
課
題
」
（
同
咽
日
本
中

　
世
の
社
会
と
女
性
㎞
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
、
同
門
序
章
　
村
落
史
・
女

　
性
史
を
基
軸
に
し
た
社
会
史
研
究
へ
」
（
同
欄
目
本
中
世
の
村
落
・
女
性
・
社
会
㎞
、

　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
～
年
）
。

④
美
川
圭
『
院
政
』
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
年
）
他
。

⑤
お
ね
個
人
に
つ
い
て
の
専
論
と
し
て
は
田
端
泰
子
『
北
政
所
お
ね
臨
（
ミ
ネ
ル

　
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。

⑥
服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
家
と
女
性
－
北
政
所
の
成
立
㎞
（
平
凡
社
、
一
九
九
七

　
年
）
。

⑦
藤
木
邦
彦
「
北
政
所
」
（
同
『
平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
睡
、
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
九
一
年
。
初
出
は
…
九
五
五
年
）
。
以
下
、
本
稿
で
藤
木
氏
の
研
究
成
果
に
言

　
及
す
る
際
に
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
こ
の
論
文
に
よ
る
。

⑧
注
⑥
所
掲
服
藤
著
書
。
以
下
、
本
稿
で
服
藤
氏
の
研
究
成
立
に
言
及
す
る
際
に

　
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
こ
の
著
書
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
著
書
に
は
、
そ
の
前

　
年
に
発
表
さ
れ
た
服
藤
早
苗
「
平
安
前
期
の
貴
族
の
『
家
隔
と
女
性
…
北
政
所
成

　
立
の
前
提
と
妻
一
」
（
㎎
昭
和
女
子
大
学
女
性
文
化
研
究
所
紀
要
』
～
八
号
、
一
九

　
九
六
年
）
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。

⑨
後
藤
み
ち
子
噸
戦
国
を
生
き
た
公
家
の
妻
た
ち
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九

　
年
）
。
以
下
、
本
稿
で
後
藤
氏
の
研
究
成
果
に
言
及
す
る
際
に
は
、
特
に
断
ら
な

　
い
限
り
こ
の
著
書
に
よ
る
。

⑩
服
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
本
格
的
に
北
政
所
と
呼
ば
れ
た
人
物
は
、
藤
原
頼



　
通
の
妻
の
隆
姫
で
あ
る
。
ま
た
、
服
藤
氏
は
、
そ
れ
以
前
の
北
政
所
は
、
「
公
卿

　
ク
ラ
ス
の
妻
を
呼
ぶ
閥
北
の
方
』
の
家
政
機
関
と
し
て
の
㎎
政
所
臨
と
で
も
い
う

　
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
摂
関
の
嫡
妻
を
意
味
す
る
用
語
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ

　
る
。
家
政
機
関
と
し
て
の
北
政
所
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
佐
藤
健
治
「
摂
関

　
家
に
お
け
る
『
公
的
家
』
の
基
本
構
造
」
（
同
欄
中
世
権
門
の
成
立
と
家
政
㎞
、
吉

　
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
一
九
九
七
年
）
参
照
。

⑪
例
え
ば
、
摂
関
家
男
子
の
蕉
妻
で
あ
っ
て
も
、
夫
が
摂
関
に
就
任
し
な
い
場
合

　
や
、
逆
に
妻
の
ほ
う
が
夫
の
摂
関
就
任
よ
り
先
に
死
去
あ
る
い
は
離
縁
に
な
る
こ

　
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
場
合
は
、
妻
は
原
則
と
し
て
は
北
政
所
と
は
称
さ
れ
な
い
。

　
但
し
、
時
代
に
よ
っ
て
は
、
夫
の
摂
関
就
任
前
で
も
妻
は
北
政
所
と
し
て
遇
さ
れ

　
る
が
、
そ
の
場
合
の
具
体
的
状
況
に
つ
い
て
は
以
下
の
本
論
で
述
べ
る
。

⑫
中
世
史
研
究
で
は
、
妻
問
婚
・
婿
取
婚
形
式
の
「
家
」
が
一
央
多
妻
制
（
正
妻

　
が
複
数
認
め
ら
れ
る
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
嫁
取
婚
形
式
で
は
基
本
的
に
一
央

　
一
妻
制
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
（
注
②
所
掲
脇
田
論
文
）
。
し
か
し
近
年
、
近

世
史
の
方
面
か
ら
、
室
町
・
戦
国
期
に
は
ま
だ
一
夫
多
妻
制
（
「
本
妻
」
の
他
に
、

妾
と
は
区
別
さ
れ
た
門
別
妻
」
が
い
る
）
で
あ
り
、
一
夫
一
妻
制
は
近
世
初
頭
に

導
入
さ
れ
た
と
の
見
方
が
出
さ
れ
て
い
る
（
福
田
千
鶴
＝
夫
一
妻
制
と
世
襲
制

－
大
名
の
妻
の
存
在
形
態
を
め
ぐ
っ
て
一
」
、
『
歴
史
評
論
㎏
七
四
七
号
、
二
〇
一

二
年
）
。
今
後
、
妻
を
め
ぐ
る
様
々
な
語
（
正
室
、
別
妻
、
側
室
、
妾
な
ど
）
に

つ
い
て
中
世
史
・
近
世
史
両
方
面
か
ら
議
論
が
進
ん
で
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

本
稿
で
は
北
政
所
に
ま
つ
わ
る
諸
々
の
検
討
を
ふ
ま
え
、
正
妻
は
「
夫
た
る
男
性

の
正
配
（
正
盛
の
配
偶
者
、
嫡
妻
）
で
あ
る
こ
と
が
、
婚
姻
儀
礼
そ
の
他
の
手
続

き
に
よ
っ
て
そ
の
男
性
の
槻
家
』
の
内
外
に
認
め
ら
れ
た
妻
」
と
定
義
し
て
お
く
。

　
ち
な
み
に
、
摂
関
家
の
正
妻
制
に
つ
い
て
は
、
梅
村
恵
子
門
摂
関
家
の
正
妻
」

（
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
隅
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、

～
九
八
七
年
）
に
お
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
論
文
に
お
い

て
は
、
対
象
と
す
る
時
代
が
平
安
期
に
限
ら
れ
て
お
り
、
且
つ
正
妻
と
北
政
所
の

関
係
に
つ
い
て
は
深
く
追
究
さ
れ
て
い
な
い
。

第
一
章
　
中
世
女
性
へ
の
叙
位
と
北
政
所

北政所考（金井〉

　
北
政
所
の
本
質
に
関
わ
る
要
素
と
し
て
、
最
初
に
検
討
す
る
の
は
位
階
で
あ
る
。
平
安
期
の
北
政
所
に
家
政
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
服
藤
氏
の
研
究
に
お
い
て
も
、
北
政
所
の
書
下
体
的
検
討
に
入
る
前
に
『
律
令
隠
家
令
職
員
令
と
そ
の
改
定
内
容
が
調
べ
ら
れ
、
五
位
以

上
か
ら
散
三
位
の
男
女
官
人
に
は
宅
司
が
、
職
事
三
位
以
上
と
親
王
・
内
親
王
に
家
司
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
服
藤
氏
は
、
十
一
世
紀
中
頃
に
は
臣
下
女
性
で
家
司
設
置
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
摂
関
家
正
妻
の
み
に
な
り
、

且
つ
そ
の
家
政
機
関
は
妻
へ
の
叙
位
の
如
何
で
は
な
く
夫
が
摂
関
に
な
れ
ば
始
め
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
、
北
政
所
の
位
階
に
つ

い
て
は
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
野
口
孝
子
氏
は
「
摂
関
の
妻
と
位
階
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

源
倫
子
（
藤
原
道
長
の
妻
）
へ
の
従
～
位
授
与
の
意
義
に
関
す
る
個
別
的
概
究
で
あ
り
、
こ
れ
も
時
代
は
平
安
期
に
止
ま
っ
て
い
る
。
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中
世
に
お
い
て
北
政
所
に
家
政
機
関
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
、
彼
女
が
叙
位
さ
れ
る
こ
と
の
問
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
は
第
二
章
で
言
及
す
る
と
し
て
、
北
政
所
に
位
階
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
服
藤
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
平
安
期
の

北
政
所
の
な
か
か
ら
も
そ
の
実
例
を
収
集
し
う
る
。
本
章
で
は
、
中
世
公
家
女
性
全
般
へ
の
叙
位
の
意
義
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
北
政
所
と
位
階

の
問
の
相
関
関
係
、
お
よ
び
そ
の
相
関
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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中
世
女
性
へ
の
叙
位

　
女
性
全
般
と
位
階
の
関
係
を
直
接
に
論
じ
た
研
究
は
、
古
代
～
近
世
を
通
じ
て
も
皆
無
に
等
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
女
叙
位
と
い
う
、

女
性
に
位
階
を
与
え
る
儀
式
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
古
代
の
女
叙
位
に
関
す
る
岡
村
幸
子
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
奈
良
時
代
中
期
に
高
位
を
有
す
る
女
官
の
多
く
は
「
官
人
」
と
し
て
の
性
格
が

強
か
っ
た
。
し
か
し
、
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
～
七
八
○
）
ま
で
に
状
況
は
大
き
く
変
化
し
、
上
級
貴
族
官
僚
の
妻
で
あ
る
が
ゆ
え
に
高
位
が
あ
た

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
正
月
七
日
の
節
会
に
お
け
る
恒
例
の
叙
位
か
ら
、
女
性
へ
の
叙
位
が
押
し
出
さ
れ
、
女
叙
位
と
し
て
成
立

し
た
の
だ
と
い
う
。

　
古
代
の
女
性
官
僚
に
関
し
て
多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
伊
集
院
葉
子
氏
も
、
女
官
が
自
身
の
働
き
に
よ
っ
て
位
階
を
与
え
ら
れ
て
い
た

奈
良
時
代
に
対
し
て
、
平
安
時
代
に
は
、
出
仕
し
て
い
な
い
女
性
が
、
高
官
の
配
偶
者
あ
る
い
は
天
皇
の
外
祖
母
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
位
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
中
期
に
な
る
と
女
性
の
出
仕
を
喜
ば
な
い
感
覚
ま
で
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
古
代
の
延
長

線
上
で
考
え
る
な
ら
ば
、
申
世
に
お
い
て
高
い
位
階
を
与
え
ら
れ
る
女
性
は
、
上
級
貴
族
の
妻
で
あ
る
か
、
天
皇
と
の
血
縁
関
係
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
必
須
と
な
ろ
う
が
、
実
際
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
須
田
亮
子
氏
は
、
寛
元
四
年
～
嘉
元
二
年
（
一
二
四
六
～
一
三
〇
四
）
、
す
な
わ
ち
後
深
草
天
皇
の
即
位
か
ら
そ
の
崩
御
ま
で
の
問
の
史
料
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

み
え
る
女
性
を
網
羅
的
に
集
め
、
「
歴
代
皇
女
」
「
歴
代
后
妃
」
「
主
要
女
房
」
「
主
要
女
性
」
の
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
「
歴
代



后
妃
」
に
分
類
さ
れ
た
女
性
を
概
観
す
る
と
、
皇
后
・
中
宮
や
女
御
と
い
っ
た
天
皇
の
妻
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
女
性
の
ほ
か
に
、

「
某
典
侍
」
や
「
某
局
」
な
ど
と
い
う
女
房
と
し
て
の
呼
称
と
位
階
と
を
合
わ
せ
持
つ
者
も
多
く
存
在
す
る
。
近
侍
し
て
い
る
う
ち
に
天
皇
や

上
皇
に
性
交
渉
の
相
手
と
し
て
召
さ
れ
た
女
房
も
、
広
義
に
は
天
皇
・
上
皇
の
妻
に
分
類
で
き
ょ
う
か
ら
、
彼
女
た
ち
の
位
階
は
、
た
し
か
に

妻
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
注
目
し
た
い
の
は
「
歴
代
后
妃
」
と
は
別
に

区
分
さ
れ
た
「
主
要
女
房
」
の
一
覧
で
あ
り
、
こ
の
な
か
に
も
位
階
を
持
つ
女
性
は
多
い
の
で
あ
る
。
「
主
要
女
房
」
の
位
階
は
、
従
五
位
下

が
多
い
一
方
で
、
二
位
・
三
位
と
い
う
、
后
妃
と
並
ぶ
高
位
を
持
つ
者
も
少
な
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
中
世
の
女
官
に
関
す
る
中
原
俊
章
氏
の
丁
寧
に
よ
れ
ば
、
十
一
世
紀
初
め
よ
り
女
叙
位
は
、
（
1
）
蔵
人
が
女
房
と
女
官
等
の
申
文
を
取
り

調
べ
、
（
2
）
摂
関
の
意
向
を
確
認
し
、
（
3
）
御
給
を
請
け
る
院
宮
申
文
を
依
頼
し
て
取
り
ま
と
め
る
、
と
い
う
三
つ
の
手
順
を
ふ
ん
で
進
め

ら
れ
た
と
い
う
。
女
房
と
女
官
へ
の
叙
位
は
、
男
性
の
叙
位
・
除
目
と
同
様
、
申
文
の
提
出
が
な
さ
れ
、
且
つ
そ
の
実
現
に
は
御
給
が
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
御
山
が
中
宮
や
女
院
の
も
の
で
あ
る
例
も
あ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
中
世
の
女
叙
位
に
は
夫
で
な
い
人
物
の

力
も
働
い
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
で
は
、
摂
関
の
妻
へ
の
叙
位
は
、
女
房
・
女
官
へ
の
叙
位
と
は
別
次
元
の
も
の
と
し
て
、
女
叙
位
と
は
別
の
機
会
に
実
施
さ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
次
に
挙
げ
る
『
師
守
記
』
の
記
事
が
参
考
に
な
る
。

北政所考（金井〉

今
日
、
執
柄
閉
山
二
女
叙
位
次
「
叙
二
上
階
　
例
、

（
中
略
）

　
　
　
（
中
原
）

　
　
昨
日
師
茂
参
仕
之
時
、
被
二
尋
下
｛
詩
思
、

　
　
　
二
月
辮
日
　
　
　
師
茂
状

　
左
中
弁
殿
鋼
朝
臣

　
　
　
（
近
衛
道
嗣
）
　
　
　
　
（
中
原
師
茂
）

被
レ
注
訓
進
殿
下
↓
此
事
厚
臼
家
書
参
仕
之
時
、

被
二
門
下
一
之
故
也
、
髄
到
来
之
由
、
以
レ
詞
有
二
御
返
事
↓

注
コ
進
別
需
一
鶴
、
内
々
可
レ
有
二
御
披
露
一
善
哉
、
恐
儂
謹
言
、
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執
柄
室
非
罵
女
叙
位
次
【
令
レ
叙
二
上
階
　
給
例
、

建
長
五
年
正
月
廿
八
日
小
除
目
次

　
　
　
　
　
　
（
鷹
司
兼
平
V

　
従
三
位
源
能
子
摂
政
室

正
安
元
年
七
月
八
日
小
除
目
次

　
　
　
　
　
　
　
（
二
粂
兼
蕃
〉

　
従
三
位
藤
原
旗
子
摂
政
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
此
外
朝
観
行
幸
賞
、
為
二
毎
度
事
｝
之
間
、
不
レ
能
扁
一
注
進
　
、
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貞
治
二
年
（
＝
三
ハ
三
）
二
月
の
あ
る
日
、
関
白
近
衛
道
嗣
の
も
と
に
参
仕
し
た
中
原
師
茂
は
、
「
摂
関
の
室
が
、
女
叙
位
で
は
な
い
機
会
に

上
階
に
叙
さ
れ
た
例
」
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
。
自
邸
に
戻
っ
た
師
茂
は
、
早
速
過
去
の
記
録
を
調
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
日
、
結
果
を
書
状

の
別
紙
に
ま
と
め
、
近
衛
家
家
司
と
み
ら
れ
る
平
信
兼
を
通
じ
て
提
出
し
た
。
そ
の
要
点
は
、
小
除
目
（
臨
時
除
目
）
に
よ
り
摂
関
室
を
従
三

位
に
叙
し
た
例
が
二
つ
見
つ
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
以
外
で
は
朝
霞
行
幸
の
賞
と
し
て
摂
関
室
が
叙
さ
れ
た
例
も
あ
る
が
そ
れ
は
毎
度
の
こ
と
で

注
進
で
き
な
い
ほ
ど
例
が
あ
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
占
の
質
問
と
そ
れ
へ
の
師
茂
の
回
答
は
、
裏
返
せ
ば
、
摂
関
室
は
女
叙
位
の

際
に
叙
位
さ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
他
に
は
朝
期
行
幸
の
折
に
勧
賞
と
し
て
叙
位
さ
れ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
実
際
、
叙
位
理
由
と
し
て
「
関
白
室
」
の
文
字
が
見
え
る
女
叙
位
聞
書
は
、
現
在
ま
で
に
仁
治
三
年
目
一
二
四
二
）
と
文
正
元
年
（
～
四
六

⑩六
）
の
二
例
を
確
認
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
「
関
白
室
」
を
他
の
数
名
～
十
数
名
の
女
性
た
ち
と
一
緒
に
叙
し
た
も
の
で
、
「
関
白
室
」
以
外

の
女
性
た
ち
の
尻
付
を
概
観
す
る
と
、
叙
位
理
由
は
、
院
・
女
院
な
ど
の
御
給
に
よ
る
も
の
や
、
典
侍
や
掌
侍
、
命
婦
な
ど
の
女
官
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
に
よ
る
も
の
、
陪
膳
釆
女
や
簑
帳
の
よ
う
に
儀
式
で
重
要
な
役
目
を
務
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
な
ど
が
あ
っ
た
。

　
女
房
・
女
官
の
な
か
に
は
、
同
時
に
誰
か
の
事
実
上
の
妻
で
も
あ
る
と
い
う
者
も
お
り
、
そ
の
「
誰
か
」
が
天
皇
・
上
皇
の
場
合
も
あ
れ
ば
、



北政所考（金井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

公
卿
以
下
の
廷
臣
の
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
妻
で
あ
る
こ
と
と
、
女
房
・
女
官
と
し
て
出
仕
す
る
こ
と
と
が
、
一
人
の
女
性
の
な
か
で
併
存

す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
が
中
世
の
朝
廷
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
女
房
・
女
官
で
も
女
叙
位
に
お
い
て
叙
さ
れ
る
際
は
、
職
掌
や
下
給
の
よ

う
に
、
彼
女
が
仕
え
る
天
皇
・
上
皇
・
女
院
と
の
関
係
が
、
公
的
な
叙
位
理
由
と
し
て
表
に
現
れ
た
。
そ
う
し
た
女
叙
位
に
お
い
て
、
夫
と
の

関
係
を
直
接
の
理
由
と
し
て
叙
位
さ
れ
る
摂
関
の
妻
は
、
い
さ
さ
か
異
質
な
存
在
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
前
掲
の
『
師
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
摂
関
室
の
叙
位
理
由
と
し
て
は
朝
畑
行
幸
の
勧
賞
も
珍
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

勧
賞
と
は
、
功
労
を
賞
し
て
官
位
を
授
け
た
り
物
品
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
叙
位
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
摂
関
の
妻

も
、
た
だ
妻
た
る
の
み
で
叙
位
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
功
労
を
前
提
に
し
て
叙
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
摂
関
の
妻
で
あ
る

こ
と
と
勧
賞
、
こ
の
二
つ
の
要
素
が
叙
位
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
次
に
見
て
い
く
。

二
　
摂
関
の
妻
へ
の
叙
位

　
貴
族
層
個
人
の
家
政
機
関
と
そ
の
職
員
か
ら
な
る
経
営
体
を
「
公
的
家
」
と
名
付
け
た
佐
藤
健
治
氏
は
、
平
安
期
に
お
け
る
摂
関
家
の
妻
の

「
公
的
家
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
中
で
、
摂
関
の
妻
が
叙
位
さ
れ
る
ル
ー
ト
と
し
て
、
（
1
）
最
初
五
位
に
叙
さ
れ
た
の
ち
三
位
そ
し
て
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

位
二
位
と
昇
叙
さ
れ
る
場
合
と
（
2
）
最
初
か
ら
三
位
に
直
叙
さ
れ
昇
叙
さ
れ
る
場
合
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
初
め
て
叙
位
さ
れ
る
位
階

に
二
通
り
が
あ
る
の
は
、
基
本
的
に
叙
位
さ
れ
た
時
点
で
の
夫
の
官
職
に
よ
る
も
の
と
佐
藤
氏
は
見
て
い
る
。

　
ま
た
佐
藤
氏
は
、
平
安
期
に
お
け
る
摂
関
の
妻
の
叙
位
理
由
と
し
て
行
幸
の
賞
や
中
宮
初
入
内
の
賞
（
娘
が
立
后
後
初
め
て
入
内
す
る
際
、
そ

の
母
と
し
て
叙
位
さ
れ
る
）
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ら
も
彼
女
が
摂
関
家
と
い
う
「
家
」
の
重
要
な
構
成
員
で
あ
る
た
め
に
与
え

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
勧
賞
に
よ
る
叙
位
も
、
摂
関
室
あ
る
い
は
大
臣
室
で
あ
る
こ
と
自
体
が
叙
位
理
由
と
な
る
場
合
と
究
極
的
に
は
同
質
と

佐
藤
氏
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
佐
藤
氏
の
研
究
は
、
時
代
を
平
安
期
に
限
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
主
た
る
問
題
関
心
は
摂
関
家
全
体
の
「
公
的
家
」
の
解
明
で
あ
る
。
鎌
倉
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期
以
降
も
視
野
に
入
れ
、
摂
関
の
妻
に
対
す
る
叙
位
の
時
代
的
変
遷
を
追
っ
た
と
き
に
、
果
た
し
て
佐
藤
氏
の
指
摘
が
中
世
の
全
時
代
に
当
て

は
ま
る
か
ど
う
か
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
摂
関
の
妻
へ
の
叙
位
の
制
度
的
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
史
料
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
摂
関
家
北
政
所
初
叙
品
題
」

　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
る
。
文
永
十
年
～
永
仁
二
年
（
一
二
七
三
～
＝
一
九
四
）
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
源
倫
子
以
降
の
摂
関
の
妻
十
一
名
に
つ
い
て

①
呼
称
、
②
氏
名
、
③
叙
位
年
月
日
、
④
叙
さ
れ
た
位
階
、
⑤
尻
付
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
史
料
の
記
載
事
項
を
整
理
し
た
上
で
、
史
料

に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
⑥
妻
の
父
の
名
、
⑦
央
の
名
、
⑧
当
該
の
妻
が
④
の
位
階
に
叙
さ
れ
た
時
点
に
お
け
る
夫
の
官
職
・
位
階
を
付
け
加

え
た
の
が
【
表
1
－
1
】
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
摂
関
家
北
政
所
初
叙
品
例
」
に
見
え
な
い
摂
関
の
妻
に
つ
い
て
も
、
平
安
後
期
～
戦
国
期
の
史
料
か
ら
叙
位
の
事
例
を
収
集
し
、

【
表
1
－
2
】
を
作
成
し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
表
に
基
づ
き
な
が
ら
、
摂
関
の
妻
が
初
め
て
叙
さ
れ
る
位
階
、
及
び
そ
の
叙
位
理
由
に
つ
い
て
、

次
に
整
理
す
る
。

　
1
，
初
叙
品
の
位
階

　
「
摂
関
家
北
政
所
初
叙
品
例
」
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
北
政
所
に
は
従
三
位
の
位
階
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
実
は
、
二
位
と
記
載
さ
れ

て
い
る
二
人
に
関
し
て
も
、
源
倫
子
は
五
位
と
三
位
を
、
藤
原
捻
子
（
九
条
道
家
の
妻
）
も
三
位
を
経
て
い
る
こ
と
が
、
他
の
史
料
か
ら
判
明

　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

す
る
。
ま
た
、
従
三
位
と
記
載
さ
れ
た
北
政
所
の
な
か
に
も
、
五
位
を
経
て
い
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
摂
関
家
北
政
所
初
叙
品

例
」
と
題
し
な
が
ら
必
ず
し
も
「
初
汐
晶
」
の
位
階
を
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
本
史
料
作
成
者
の
調
査
不
足

も
あ
ろ
う
が
、
本
史
料
が
作
成
さ
れ
た
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
、
摂
関
の
妻
へ
の
初
叙
品
の
位
階
と
し
て
五
位
は
も
は
や
想
定
外
に
な
っ
て
い
る

実
態
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
、
妻
の
藤
原
隔
子
（
洞
院
公
賢
女
）
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
一
条
経
通
（
当
時
は
左
大
臣
）
は
「
自
二
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

鶴
翼
【
有
二
北
政
所
礼
一
也
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
例
か
ら
も
、
摂
関
の
妻
に
は
三
位
が
伴
う
と
の
認
識
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
。
摂
関
の
妻
が
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（
隷
硝
）
鞭
養
督
曽

【表1－1】「摂関家北政所初叙品例」に見える摂関の妻とその叙位

①呼称 ②氏名 ③叙位年月日 ④叙された位階 ⑤尻付 ⑥父 ⑦夫
⑧妻が④に叙された時点

ﾅの夫の官職・位階

鷹司殿 源倫子 寛弘3年　（1006）　3月4日 正二位
天皇自東三条院遷御左

蜷b宅賞（注4）
源雅信 藤原道長 内覧／左大臣／正二位

商倉北政所 隆姫女王（注1） 治安4年：（1024＞　9月19日 従三位 （記載なし） 具平親王 藤原頼通 関白／左大臣／従一位

京極殿北政所 藤原麗子 承保元年（1074＞6月25日 従三位
中宮母儀／中宮初入内

ﾜ（注5）

源工房（実父）／

｡原信家（養父）
藤廓禧実 左大臣／従一位

知足院北政所 源師子 康和4年　（1102）　9月25日 従三位
天皇自国陽院遷宮賞
i注6＞

源顕房 藤原忠実 右大臣／正二位

一条殿御前 藤原全子（注2） 天永3年（m2）12月10日 従三位
去月甘五日太上皇御賀

ﾜ（注7）
藤原俊家 藤原師通 （故人）

藤原宗子 大治5年（1130）正月8日 従三位 （記載なし〉 藤原宗通 藤原忠通 関白／従一位
法性寺北政所

源信子 保元2年　（1157）　8月9日 従三位 （記載なし） 源国信 藤原忠通 関自／従一位

東山准后 藤原寺子（注3） 寛喜2年　（1230）　3月14日 従二位
中宮母儀／中宮入内賞

i注8）
西園寺公経 九条道家 関白／正二位

近衛北政所 藤原仁子（注2） 嘉禎4年（1238）正月29日 従三位 摂政室 九条道家 近衛帰艦 摂政／左大臣／従一位

大殿北政所 源能子 建長5年　（1253）正月28日 従三位 摂政室
藤原宗保（実父）／

kｴ通頼（養父）
鷹司兼平 摂政／太政大臣／従一位

前関白殿北政所 藤原実子 文永7年（1270）正月13日 従三位 関白室 洞院実雄 鷹司差…忠 関白／従一位

（注1）

（注2）

（注3＞

（注4＞

（注5＞

（注6）

（注7＞

（注8＞

「摂関家北政所初叙品例」には記載されていない。

「摂関家北政所初叙品例」には名のみ記載されている。

「摂関家北政所初叙品例」には記載されていない。『尊卑分脈達は名を罫編子」とするが，本表の記載は眠川州己」寛薯3年3月7日条に依拠した。

「天皇」は一条天皇を指す。

「中宮」は源賢子（源顕房女，藤原師実養女，白河天皇盾）を指す。

「天皇」は堀河天皇を指すe

「太上皇」は白河法皇を指す。

「中宮」は藤原齢子（九条道家女，後堀河天皇后）を指す。

（
⇒
一
）

一
嵩



【表1－2】「摂関家北政所旧訓品例」に見えない摂関の妻とその叙位（注1）

②氏名 ③叙位年月日 ④叙さ
黷ｽ位階

⑤叙位理由 ⑥父（注2） ⑦夫
⑧’妻が④に叙された
椏_での夫の官職・位階

典　拠

源柚子 寛治7年（1093＞3月22日 正五階下
中宮（篤子内親王〉，初めて

蜩烽ﾉ行啓の賞
源俊房 藤原忠実 権中納言／従二位

ぎ後二条師通記翫『中右記』同日

�B

藤原信子 永長2年（1097）10月11日 従三位
堀河天皇，初めて高陽院へ行

Kの賞

藤原聯繋（実父）／

｡原信長（養父）
藤原師通 関白／内大臣／従一位 陣右記』同論条

平盛子 仁安2年（1167）11月18日 従三位
三宮に准ぜしむるにあたり無

ﾊだったため
平清盛 近衛基実 （故人） 鋲範記』同B条

平完子 寿永2年　（1183＞　2月21日 従三位
安徳天皇の朝観行幸の賞／摂

ｭ室
平清盛 近衛凸凹 摂政／従一位 門葉」・『吉記圭同日条

源顕子 承元4年（1210＞6月17日 従三位 現任関自（近衛家実）の母 源顕信 近衛基通 （承元2年目出家） 汁粥関白記三日B条

藤原麗子 仁治3年　（1242＞　4月14日 従二位 臨時／関白室 四条隆衡 二条良実 関白／左大臣／従一位 ぎ爆弾記』・『経光濃紺」同日条

藤原荘子 正安元年（1299＞7月8日 従三位 摂政室 九条忠教 ＝二条機首 摂政／従一位 ぎ師守記』貞治2年2月30日条

藤原腕子 正和6年（1317＞正月9日 従三位 閨母語 西園寺公顕 二条道平 関白／従一位
ぎ花園天皇震言論」　正和6年正月　9

a・閏年（文保元＞3月4日条

藤原論士 建武5年（1338＞2月7日 従三位
一条経通邸より土御門殿への

J御の，本家賞の譲
洞院公賢 一条経通 左大臣／正二位 窪英記携同日条

藤原（名不明） 貞治2年　（1363）　6月19日 従三位か 関白室
洞院実世（実父）／

ｴ院実夏（養父）
近衛道嗣 関白／従一位： ぎ後議叢記三同日条

藤原行子 応安3年（1370＞正月27日 三位 閨白票 三条実継 二条師良 関白／右大臣／正二位 ぎ後離心院関白記三同日条

源益子 文正元年（1466＞4月15日 従三位 関白室 神紙伯雅兼王 二条持通 関白／従一位 ぎ後法興院配」撮月19日条

藤原嗣子 文明15年　（1483＞　3月22日 従三位 関白室 一条兼良 鷹司政平 関白／従一位
汁翰院内府記産・険隆公記』・

s御湯殿上日記圭同日条　他

（氏不明）智子 永正10年（1513）10月7日 従三位
前関白（九条尚経）の母

i注3）
（不明〉 九条政基

准三宮／前関白／前左大

b／従一位
『公粂公記』同日条，『九条家譜毒

藤原保子 永正10年（1513）10月7日 従三位 北政所 三条西実隆 九条尚経
前関白（注3）／前左大

b／正二位
『闇闇公記』同日条．r九条家課

藤原兼子 永正15年（1518）8月29日 従三位 現任関白（二条罪房）の姐母
細測教春／水無瀬季

刀i猶子となる）
二条政嗣 （故人）

『宣胤卿記圭同月30日条，松卿

笏C』永正15年条，『口宣草茎

（注1）　一人の妻が位階の上昇に伴い複数圓の叙位：を経験した可能性もあるが，ここでは一入の妻毎に，史料上で最初に確認できた叙位の例のみを挙げた。

（注2）　典拠欄の史料のほか，服藤早苗ピ平安朝の家と女牲　北政所の成立』（平凡社，1997年），後藤みち子繊国を生きた公家の妻たち』（吉川弘文館，2GO9年）における人

　　　物比定も参照した。

（注3）　叙位の申請自体は，九条尚経が関白を辞任した日（永正10年10月5日）より前になされていた（松条公記』永正10年10月7日条〉。
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北政所考（金井）

初
め
て
叙
さ
れ
る
位
階
と
し
て
五
位
が
選
択
肢
か
ら
消
え
た
時
期
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
大
臣
の
妻
に
つ
い
て
は
、
嘉
禎
元
年
（
＝
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
五
）
頃
に
は
無
位
か
ら
三
位
に
「
直
叙
」
さ
れ
る
の
が
「
近
近
」
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
摂
関
（
摂
関
就
任
が
見
込
ま
れ
た
男
子
を
含

む
）
の
妻
も
同
じ
鎌
倉
中
期
ま
で
に
は
、
五
位
を
経
ず
三
位
に
直
接
叙
さ
れ
る
の
が
通
例
に
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
2
．
叙
位
の
理
由
と
契
機

　
初
薬
品
の
位
階
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
摂
関
家
北
政
所
初
叙
品
例
」
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
各
北
政
所
の
尻
付
の
記
載
に
あ
る
。
【
表
1
－

1
】
が
示
す
よ
う
に
、
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
に
藤
原
捻
子
が
従
二
位
に
叙
さ
れ
た
事
例
ま
で
は
、
二
宮
政
所
の
尻
付
に
は
天
皇
の
遷
御
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
宮
の
入
内
、
法
皇
の
賀
な
ど
の
賞
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
魚
子
が
三
位
に
叙
さ
れ
た
の
は
、
夫
が
大
臣
だ
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ

れ
も
勧
賞
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
嘉
禎
四
年
（
　
二
一
二
八
）
に
藤
原
仁
子
（
近
衛
兼
経
の
妻
）
が
従
三
位
に

叙
さ
れ
て
以
降
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
「
摂
関
家
北
政
所
初
国
品
例
」
に
お
け
る
尻
付
は
「
摂
政
室
」
も
し
く
は
「
関
白
室
」
と
な
っ
て
お
り
、

摂
関
の
妻
で
あ
る
こ
と
が
叙
位
の
直
接
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
囲
表
1
－
2
】
所
載
の
事
例
は
、
典
拠
と
な
っ
た
史
料
が
必
ず
し

も
聞
書
形
式
の
記
載
で
は
な
く
尻
付
が
す
べ
て
判
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
表
か
ら
も
、
藤
原
瓶
子
へ
の
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
の

従
二
位
授
与
以
降
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
中
期
の
途
中
に
お
い
て
、
直
接
の
叙
位
理
由
が
、
勧
賞
か
ら
、
摂
関
の
妻
で
あ
る
こ
と
へ
転
換
し
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
転
換
が
起
こ
る
前
と
後
に
時
期
を
分
け
、
両
者
を
さ
ら
に
対
比
し
て
み
る
。
倫
子
以
前
の
北
政
所
の
中
に
は
、
叙
位
さ
れ
た
時
点
で
夫

が
ま
だ
摂
関
に
就
任
し
て
い
な
い
者
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
叙
位
の
直
接
の
契
機
が
勧
賞
で
あ
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
行
幸
や
中
宮
入
内

は
夫
の
摂
関
就
任
前
に
来
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る
現
象
で
あ
る
。
一
方
、
摂
関
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
叙
さ
れ
た
仁
子
以
降
の
北
政
所
は
、
基
本
的
に
夫
が
摂
関
に
就
任
し
て
以
降
に
従
三
位
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
夫
の
摂
関
在
任
期
間
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

定
例
（
正
月
）
・
臨
時
（
大
嘗
会
な
ど
）
の
女
叙
位
な
ど
の
機
会
を
捉
え
て
叙
位
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
機
を
失
し
た
の
か
夫
が
辞
任
す
る
直
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
妻
が
叙
位
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
論
子
以
前
・
仁
子
以
降
を
問
わ
ず
、
夫
が
出
家
の
身
あ
る
い
は
故
人
と
な
っ
て
か
ら

113 （113）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

叙
位
さ
れ
て
い
る
妻
が
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
母
と
し
て
の
要
素
が
叙
位
理
由
と
な
っ
た
例
で
あ
り
、
妻
に
対
す
る
叙
位
と
は
別
に
考
え
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

　
勧
賞
が
直
接
の
叙
位
理
由
と
な
っ
て
い
る
鎌
倉
中
期
以
前
も
、
摂
関
の
妻
で
あ
る
こ
と
が
叙
位
に
お
い
て
無
意
味
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
安
徳
天
皇
朝
観
行
幸
の
賞
と
し
て
叙
位
さ
れ
る
際
に
「
摂
政
室
」
で
あ
る
こ
と
を
尻
付
と
し
て
付
記
さ
れ
た
平
完
子
（
近
衛
基

　
　
　
　
　
⑮

通
の
妻
）
の
事
例
が
、
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
佐
古
愛
己
氏
が
摂
関
家
関
連
の
朝
観
行
幸
勧
賞
を
分
析
し
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
院
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

期
以
降
に
お
い
て
そ
の
勧
賞
の
対
象
は
摂
関
家
の
構
成
員
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
一
人
と
し
て
摂
関
の
妻
も
叙
位
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

入
内
の
賞
も
到
り
で
、
そ
の
対
象
は
通
常
、
皇
盾
が
入
内
ま
で
に
利
用
し
た
御
座
所
の
主
人
の
妻
子
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
勧
賞
と
は
い

え
そ
れ
は
摂
関
関
係
者
と
し
て
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
妻
自
身
の
直
接
の
功
績
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
重
視
す
れ

ば
、
契
機
が
勧
賞
で
あ
っ
て
も
、
佐
藤
氏
の
い
う
よ
う
に
、
結
周
は
妻
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
叙
位
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
叙
位
の
直
接
的
事
由
と
し
て
勧
賞
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
無
視
で
き
な
い
変
化
で
あ
る
と
考
え
る
。
夫
や
息
子
（
摂

関
）
、
娘
（
后
妃
）
を
介
し
た
間
接
的
奉
仕
と
は
い
え
、
鎌
倉
中
期
以
前
の
摂
関
の
妻
は
、
そ
の
奉
仕
の
功
に
対
し
て
位
階
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
鎌
倉
中
期
を
境
に
し
て
、
夫
の
摂
関
就
任
に
伴
い
北
政
所
と
称
さ
れ
る
妻
は
、
そ
の
北
政
所
の
地
位
に
あ
る
こ
と
で
自
然
に
従
三
位

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
変
化
が
起
こ
る
た
め
に
は
、
摂
関
家
内
部
で
北
政
所
に
対
す
る
評
価
が
高
ま
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

位
階
を
授
与
す
る
天
皇
・
院
以
下
、
貴
族
た
ち
の
側
で
も
、
北
政
所
と
い
う
称
号
を
、
与
え
る
べ
き
位
階
と
と
も
に
認
識
し
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
北
政
所
は
、
鎌
倉
中
期
に
は
三
位
相
当
の
地
位
と
し
て
、
朝
廷
に
お
け
る
位
置
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
南
北
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
号
）
　
　
　
　
　
　

（
宣
旨
）
⑱

期
に
二
条
良
基
が
「
北
の
ま
ん
所
、
こ
の
が
う
は
執
柄
家
に
て
も
、
内
裏
よ
り
内
々
の
せ
ん
じ
あ
り
」
と
記
し
た
の
も
、
天
皇
側
で
内
々
に
北

政
所
の
立
場
に
あ
る
女
性
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
章
で
は
、
中
世
に
お
い
て
位
階
を
与
え
ら
れ
た
女
性
を
概
観
し
た
上
で
、
平
安
中
期
以
降
に
お
け
る
摂
関
の
妻
へ
の
叙
位
の
実
態
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
天
皇
・
上
皇
・
女
院
な
ど
に
奉
仕
す
る
女
房
・
女
官
ら
と
同
じ
く
摂
関
の
妻
も
女
叙
位
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
接
の
叙
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位
理
由
は
鎌
倉
中
期
に
お
い
て
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
変
化
は
朝
廷
に
お
け
る
北
政
所
の
地
位
確
立
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
で
は
、

摂
関
の
妻
で
あ
る
こ
と
と
三
位
叙
品
と
が
直
接
的
に
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
何
故
鎌
倉
中
期
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
次

に
持
ち
上
が
っ
て
く
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
摂
関
家
に
お
け
る
婚
姻
形
態
の
変
化
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
第
三
章
で
改
め

て
論
じ
る
。
次
の
第
二
章
で
は
、
本
章
で
位
階
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
ふ
ま
え
、
北
政
所
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

北政所考（金井）

①
野
口
孝
子
「
摂
関
の
妻
と
位
階
一
陽
一
位
源
倫
子
を
中
心
に
一
」
（
『
女
性
史

　
学
』
五
号
、
一
九
九
五
年
）
。

②
岡
村
幸
子
「
女
叙
位
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
日
本
歴
史
㎞
五
四
一
号
、
一

　
九
九
三
年
）
。

③
伊
集
院
葉
子
『
古
代
の
女
性
官
僚
一
女
官
の
出
世
・
結
婚
・
引
退
』
（
吉
川
弘

　
文
館
、
二
〇
　
四
年
）
。

④
須
田
亮
子
「
後
深
草
時
代
の
女
性
」
（
京
都
女
子
大
学
・
京
都
女
子
大
学
短
期

　
大
学
部
騨
女
子
大
国
文
㎞
；
一
七
号
、
二
〇
〇
五
年
）
。

⑤
中
原
俊
章
「
申
立
の
女
官
－
主
殿
司
を
中
心
に
…
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
四
三
号
、

　
二
〇
〇
一
年
）
。

⑥
　
女
官
の
称
は
、
女
房
に
対
す
る
意
味
と
、
女
房
も
含
め
た
広
義
の
意
味
で
使
用

　
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
本
章
注
⑤
所
在
中
原
論
文
）
。

⑦
例
え
ば
、
『
岡
屋
関
白
記
』
嘉
禄
三
年
正
月
十
七
日
条
で
は
、
女
叙
位
に
際
し
、

　
近
衛
強
記
（
当
時
、
権
大
納
雷
で
中
宮
大
夫
）
が
中
宮
（
藤
原
長
子
、
後
堀
河
天

　
皇
后
）
の
御
隠
の
申
文
に
「
名
一
字
」
を
加
え
て
い
る
。

　
　
な
お
、
以
下
の
本
稿
（
本
文
、
注
及
び
表
）
に
お
い
て
個
々
の
公
卿
の
官
職
・

　
位
階
（
摂
関
を
含
む
）
に
言
及
す
る
際
、
そ
の
典
拠
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
公

　
卿
補
任
』
に
よ
る
。
ま
た
、
系
図
上
の
関
係
（
親
子
、
夫
婦
、
兄
弟
な
ど
）
に
言

　
及
す
る
際
の
典
拠
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
尊
卑
分
脈
無
に
よ
る
。

⑧
『
師
守
記
』
貞
治
二
年
二
月
三
十
日
条
。

⑨
『
経
光
卿
記
幅
（
魍
民
経
記
㎞
）
仁
治
三
年
四
月
十
四
日
脚
。
こ
の
と
き
叙
さ
れ
た

　
藤
原
丁
子
（
二
条
良
実
の
妻
）
の
尻
付
は
門
臨
時
」
で
あ
る
が
、
本
史
料
で
は
、

　
龍
子
の
名
前
の
右
上
に
「
後
聞
、
関
白
室
云
々
」
の
付
記
が
あ
る
。
佐
古
愛
己

　
「
中
世
公
家
社
会
に
お
け
る
叙
位
の
一
考
三
一
尻
付
の
『
臨
時
㎞
を
素
材
と
し
て

　
一
」
（
同
㎎
平
安
貴
族
社
会
の
秩
序
と
昇
進
』
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
＝
一
年
）
に

　
よ
れ
ば
、
「
臨
時
」
と
は
治
天
の
君
の
意
向
に
よ
る
昇
級
事
由
を
示
す
尻
付
と
い

　
、
つ
。

⑩
門
後
法
継
当
記
㎞
文
正
元
年
四
月
十
九
日
条
。

⑪
中
世
の
女
房
・
女
官
と
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
本
章
注
⑤
所
掲
中
原
論
文
の

　
ほ
か
、
松
薗
斉
門
中
世
女
房
の
基
礎
的
研
究
－
内
侍
を
中
4
5
に
1
扁
（
欄
愛
知
学
院

　
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
四
号
、
二
〇
〇
四
年
）
、
巣
山
圭
子
「
典
侍
試
論
一
即
位

　
簑
帳
を
中
心
に
一
」
（
総
合
女
性
史
学
会
編
魍
女
性
官
僚
の
歴
史
一
古
代
女
官
か

　
ら
現
代
キ
ャ
リ
ア
ま
で
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
の
論
稿
が
あ
る
。

⑫
叙
位
さ
れ
た
女
房
・
女
富
が
天
皇
・
上
皇
の
妃
で
も
あ
る
と
い
う
事
例
に
つ
い

　
て
は
、
本
文
中
で
も
取
り
上
げ
た
須
田
氏
の
論
稿
（
本
章
注
④
所
掲
論
文
）
の
な

　
か
の
「
歴
代
后
妃
」
表
を
参
照
。
ま
た
、
院
政
期
以
降
、
院
や
天
皇
の
乳
母
と
し

　
て
仕
え
る
女
性
は
、
公
家
の
男
性
に
と
っ
て
理
想
の
婚
姻
相
手
で
も
あ
っ
た
。
後

　
鳥
羽
上
皇
の
信
頼
を
得
て
同
院
へ
の
取
次
を
役
割
と
す
る
高
い
地
位
を
獲
得
し
た

　
藤
原
兼
子
（
卿
二
位
、
土
御
門
天
皇
乳
毒
）
な
ど
は
、
そ
の
最
も
著
名
な
例
の
一

　
つ
で
あ
る
（
田
端
泰
子
『
乳
母
の
力
－
歴
史
を
支
え
た
女
た
ち
嚇
、
吉
川
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
五
年
）
。

⑬
橋
本
義
彦
門
勧
賞
」
（
角
田
文
衛
監
修
『
平
安
時
代
史
事
典
本
編
』
三
軍
、
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角
辮
書
店
、
一
九
九
六
年
）
。

⑭
本
稿
「
は
じ
め
に
」
注
⑩
所
掲
佐
藤
論
文
。

⑮
函
架
番
号
九
…
～
八
九
。
な
お
、
本
史
料
の
後
半
に
は
、
『
申
右
記
㎞
な
ど
か

　
ら
、
摂
関
の
妻
へ
の
叙
位
に
関
係
す
る
部
分
が
抜
粋
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
「
摂

　
関
家
北
政
所
初
叙
品
例
」
と
表
記
す
る
際
に
は
、
こ
の
後
半
の
史
料
引
用
部
分
は

　
含
ま
な
い
。

⑯
史
料
中
に
み
え
る
「
大
殿
」
お
よ
び
門
前
関
白
殿
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
鷹
司
兼
平

　
と
鷹
司
基
忠
に
比
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
本
史
料
の
成
立
年
代
は
、
基
忠
が
関
白

　
を
止
め
ら
れ
た
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
か
ら
、
兼
平
が
死
去
し
た
永
仁
工
年

　
（
＝
一
九
四
）
ま
で
と
推
定
さ
れ
る
。

⑰
源
倫
子
は
、
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
正
月
に
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
、
同
年
十
月

　
に
従
三
位
に
昇
っ
た
（
本
章
注
①
所
掲
野
口
論
文
）
。
藤
原
拾
子
に
つ
い
て
は
、

　
肝
玉
英
記
抄
』
建
武
五
年
二
月
七
日
条
に
み
え
る
「
抑
摂
錬
以
前
室
家
叙
二
三
品
一

　
例
、
承
保
・
建
保
等
例
是
也
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
建
保
年
間
（
一
二
＝
二
～
一

　
九
）
に
三
位
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
建
保
年
間
に
大
臣
に
昇
っ
て
い

　
た
人
物
で
、
且
つ
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
以
降
に
摂
関
に
初
就
任
し
た
人
物
は
、

　
拾
子
の
夫
九
条
道
家
の
み
で
あ
る
）
。

⑱
例
え
ば
、
源
師
子
（
藤
原
忠
実
の
妻
）
は
、
従
五
位
下
か
ら
従
三
位
に
昇
っ
た

　
（
『
中
右
記
睦
康
和
四
年
九
月
二
十
五
日
条
）
。

⑲
脚
玉
英
記
抄
甑
建
武
五
年
二
月
七
日
条
。
本
史
料
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
引
用

　
し
、
詳
し
く
検
討
す
る
。

⑳
嘉
憩
7
5
年
（
一
二
三
五
）
十
二
月
、
四
条
天
皇
の
大
嘗
会
女
叙
位
が
行
わ
れ
た

　
際
に
摂
政
と
し
て
そ
れ
を
主
宰
し
た
九
条
道
家
は
、
四
条
天
皇
乳
母
と
し
て
従
三

　
位
に
叙
さ
れ
た
右
大
臣
西
園
寺
実
氏
の
室
の
門
藤
原
直
子
」
（
藤
原
貞
子
の
誤
詑

　
か
）
に
つ
い
て
「
錐
二
無
位
一
直
叙
二
三
品
目
近
例
也
」
と
記
し
て
い
る
（
『
玉
蘂
』

　
嘉
禎
元
年
十
二
月
九
日
条
）
。

⑳
本
章
注
⑰
参
照
。

⑫
　
正
月
の
女
叙
位
は
、
平
安
初
期
か
ら
は
八
日
に
、
且
つ
隔
年
で
行
わ
れ
る
の
が

　
原
則
と
な
っ
た
が
、
平
安
中
期
以
後
は
式
日
も
不
定
と
な
っ
た
（
以
上
、
藤
木
邦

　
彦
「
女
叙
位
」
、
㎎
平
安
時
代
史
事
典
　
本
編
㎞
、
本
章
注
⑬
参
照
）
。
ま
た
、
臨
時

　
の
女
叙
位
と
し
て
は
、
大
嘗
会
女
叙
位
（
『
古
事
類
苑
㎞
神
軸
部
）
の
ほ
か
、
御

　
即
位
女
叙
位
も
行
わ
れ
た
（
『
猪
隈
関
白
記
』
建
久
九
年
三
月
十
六
日
条
他
）
。

⑬
　
本
文
中
で
取
り
上
げ
た
、
近
衛
副
馬
に
よ
る
中
原
山
留
へ
の
女
叙
位
に
関
す
る

　
質
問
（
本
章
注
⑧
参
照
）
も
、
道
嗣
の
関
白
在
任
中
に
妻
（
洞
院
実
世
女
、
洞
院

　
実
夏
養
女
）
へ
の
叙
位
を
実
現
す
る
た
め
の
調
査
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、

　
道
嗣
の
妻
は
、
質
問
が
あ
っ
て
か
ら
三
ヶ
月
余
り
後
の
貞
治
二
年
六
月
十
九
日
に

　
従
三
位
（
推
定
）
に
叙
さ
れ
（
『
後
愚
昧
記
画
同
日
条
）
、
そ
の
八
B
後
の
六
月
二

　
十
七
日
に
関
白
が
道
嗣
か
ら
二
条
良
基
へ
交
代
し
た
（
槻
公
卿
補
任
㎞
）
。

⑳
　
「
摂
関
家
北
政
所
初
叙
勲
例
」
に
み
え
る
藤
原
全
子
へ
の
従
三
位
授
与
は
、
尻

　
　
　
　
　
　
　
　
（
白
河
法
畠
V

　
付
が
示
す
よ
う
に
門
太
上
皇
御
賀
賞
」
で
あ
っ
た
が
（
門
表
1
－
1
】
）
、
そ
も
そ

　
も
は
息
子
の
忠
実
が
「
摂
政
の
母
が
無
位
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
未
だ
無
い
扁
と

　
し
て
、
全
子
に
位
を
与
え
る
よ
う
院
に
奏
上
し
た
こ
と
か
ら
実
環
し
た
も
の
で
あ

　
る
（
『
殿
暦
』
天
永
三
年
十
二
月
十
日
条
、
『
中
右
記
』
同
月
二
昌
条
）
。

⑳
　
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
二
月
二
十
一
日
条
。

⑳
　
佐
古
愛
己
門
非
『
官
方
行
事
』
に
お
け
る
勧
賞
の
特
質
－
朝
観
行
幸
を
素
材
と

　
し
て
一
」
（
本
章
注
⑨
所
掲
佐
古
噌
平
安
貴
族
社
会
の
秩
序
と
昇
進
㎞
）
。

⑳
佐
古
愛
己
門
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
叙
位
制
度
の
展
開
と
特
質
」
（
本
章
注

　
⑨
所
掲
佐
古
『
平
安
貴
族
社
会
の
秩
序
と
昇
進
』
）
。

⑱
　
「
女
房
詳
し
な
の
事
」
（
『
群
書
類
従
』
第
五
輯
）
。
こ
れ
は
、
二
条
良
基
が
永
徳

　
二
年
（
＝
二
入
二
）
に
著
し
足
利
義
満
に
贈
っ
た
故
実
書
で
（
小
川
剛
生
「
二
条

　
良
基
年
譜
」
、
同
噸
二
条
良
習
研
究
㎞
、
笠
間
斎
院
、
工
○
〇
五
年
）
、
主
に
天

　
皇
・
上
皇
・
摂
関
家
に
仕
え
る
女
性
の
種
類
や
称
号
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
章
　
北
政
所
の
家
政
機
関

㎜
　
中
世
女
性
の
位
階
と
家
政
機
関

北政所考（金井）

　
平
安
期
の
北
政
所
に
関
す
る
服
藤
氏
の
専
論
で
は
、
北
政
所
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
も
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
服
藤
氏
は
、
十
一

世
紀
中
頃
か
ら
は
臣
下
女
性
の
な
か
で
摂
関
正
妻
の
み
に
政
所
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
え
ば
、

政
所
な
ど
の
家
政
機
関
を
設
置
さ
れ
る
臣
下
女
性
の
種
類
は
も
う
一
つ
あ
る
。
天
皇
や
上
皇
の
妃
（
女
御
な
ど
）
と
な
る
予
定
の
女
性
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
こ
う
し
た
妃
の
存
在
も
参
考
に
し
つ
つ
、
ま
た
中
世
女
性
へ
の
叙
位
に
つ
い
て
考
察
し
た
前
章
の
内
容
も
ふ
ま
え
、
位
階
と
家
政

　
　
　
①

機
関
設
置
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
『
法
曹
至
要
抄
』
の
よ
う
な
法
書
の
存
在
が
示
す
よ
う
に
、
す
で
に
律
令
格
式
の
実
質
的
な
意
味
は
失
わ
れ
て
い
た
院
政
期
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

明
法
家
た
ち
は
意
識
の
上
に
お
い
て
そ
れ
ら
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
で
、
位
階
に
応
じ
た
宅
司
や
家
司
の
設
置
を
規
定
し
た
家

令
職
員
令
（
前
章
冒
頭
参
照
）
も
、
女
性
の
家
政
機
関
設
置
に
際
し
て
の
指
標
と
し
て
当
該
期
の
貴
族
た
ち
に
意
識
さ
れ
て
は
い
た
。

　
例
え
ば
、
長
承
二
年
（
一
＝
二
一
二
）
七
月
、
藤
原
勲
子
（
泰
子
）
の
政
所
・
侍
所
始
の
予
定
に
つ
い
て
藤
原
忠
実
（
勲
子
の
父
）
か
ら
伝
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
た
藤
原
宗
忠
は
、
「
無
位
之
人
政
所
始
、
先
例
候
欺
」
と
述
べ
て
い
る
。
の
ち
に
上
皇
の
妻
と
し
て
は
異
例
の
皇
后
に
ま
で
冊
立
さ
れ
る
勲

子
だ
が
、
彼
女
の
政
所
・
侍
所
始
を
行
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
当
時
は
、
ま
だ
鳥
羽
上
皇
と
の
婚
姻
か
ら
数
日
し
か
経
て
お
ら
ず
、
「
院
之
上
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
院
女
御
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
は
い
て
も
、
叙
位
も
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
正
式
に
宣
下
さ
れ
た
妃
と
し
て
の
称
号
も
持
た
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
先
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
藤
原
寛
子
（
藤
原
頼
通
女
、
後
冷
泉
天
皇
后
）
と
源
（
藤
原
）
賢
子
（
源
顕
二
女
、
藤
原
師
実
養
女
、
白
河
天
皇
后
）
の
二

人
は
、
女
御
の
宣
旨
を
う
け
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
る
以
前
に
家
司
・
職
事
を
補
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
た
め
、
瓶
子
と
賢
子
が

無
位
の
と
き
に
そ
れ
ぞ
れ
の
家
司
・
職
事
は
補
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
勲
子
の
そ
れ
ら
も
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
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た
。
位
階
授
与
後
と
い
う
こ
と
に
拘
泥
し
て
い
て
は
必
要
な
家
政
機
関
の
設
置
が
で
き
な
い
の
も
、
当
時
の
現
実
で
あ
っ
た
。

　
律
令
の
規
定
は
念
頭
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
院
政
期
の
実
態
に
合
わ
せ
て
設
置
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
摂
関
家
男
子
の
妻

の
家
政
機
関
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
次
に
掲
げ
る
『
台
記
』
に
は
、
摂
関
家
に
お
け
る
そ
う
し
た
意
識
と
現
実
の
す
り
合
わ
せ
の
一
つ

の
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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④
　
　
　
（
藤
原
幸
子
・
多
子
）

今
日
補
二
両
三
位
家
司
以
下
硝

（
中
略
）

③

妻
三
巴
、
唯
有
二

　
　
　
　
　
先
日
可
レ
補
人
、

家
司
一
町
已
、

　
（
藤
原
実
能
）

示
二
丁
大
将
ハ

申
二
宇
治
ハ
今
朝
密
奏
レ
院
、

但
妻
三
位

司
不
レ
奏
レ
院
、

夫
人
補
二
家
司
一
井
始
二
政
所
一
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夫
）
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
麗
子
V
　
（
延
）

　
不
レ
依
二
叙
位
前
後
↓
依
二
先
之
執
政
前
後
↓
大
臣
之
後
、
執
政
之
前
、
補
二
家
司
↓
執
政
之
後
、
始
二
政
所
　
也
、
如
レ
然
者
、
京
極
北
政
所
、
永
久
五
年
十

二
月
＋
九
・
被
補
奢
爵
鴨
養
輩
六
月
管
玉
叙
二
三
雷
同
二
年
＋
書
始
敢
所
論
謙
獣
翫
麟
鷺
葬
渠
三
年
一
再

廿
三
・
葉
翼
保
安
二
年
夏
二
早
一
二
幕
政
所
爵
懲
謙
糊
離
調
五
大
一
五
当
月
合
叙
二
従
三
位
乏
故
⑫

　
記
主
の
藤
原
頼
長
は
、
幼
い
と
き
か
ら
兄
藤
原
忠
通
の
養
子
と
な
り
、
長
く
そ
の
後
継
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
康
治
二
年

（一

齊
l
三
）
に
忠
逓
に
嫡
子
基
実
が
誕
生
し
、
忠
通
は
頼
長
へ
の
摂
関
譲
渡
を
躇
齢
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
右
の
日
記
の
時
点
（
久
安
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
＝
四
八
）
八
月
）
で
は
両
者
の
関
係
は
ま
だ
決
定
的
な
断
絶
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
、
頼
長
の
妻
の
藤
原
幸
子
と
養
女
藤
原

多
子
が
、
同
月
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
多
子
へ
の
叙
位
は
、
彼
女
が
や
が
て
近
衛
天
皇
に
入
内
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も

　
⑦

の
で
、
右
の
史
料
の
中
略
部
分
に
よ
れ
ば
、
多
子
に
つ
い
て
は
家
司
と
職
事
な
ど
の
補
任
が
行
わ
れ
た
。
一
方
、
職
長
は
事
前
に
、
源
倫
子
か

ら
藤
原
宗
子
（
忠
通
の
妻
）
に
至
る
ま
で
の
北
政
所
に
つ
い
て
各
々
が
叙
位
さ
れ
た
年
月
日
と
そ
の
位
階
を
調
べ
、
幸
子
に
つ
い
て
は
、
前
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
七
月
に
従
五
位
上
に
叙
さ
せ
、
そ
の
上
で
こ
の
八
月
に
三
位
に
昇
叙
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
、
源
（
藤
原
）
麗
子
（
藤
原
師
管
の
妻
）
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や
藤
原
宗
子
の
例
に
基
づ
き
、
摂
関
の
夫
人
が
政
所
を
始
め
る
の
は
夫
が
摂
関
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
夫
が
大
臣
に
な
っ
て
以
降
摂
関
に
就

任
す
る
ま
で
の
問
は
妻
に
は
家
司
を
補
任
す
る
も
の
だ
（
傍
線
部
◎
）
と
結
論
し
た
。
頼
長
が
見
た
こ
れ
ら
過
去
の
事
例
で
は
、
夫
が
摂
関
に

な
れ
ば
、
妻
は
位
階
の
有
無
に
関
係
な
く
政
所
を
始
め
て
い
る
し
、
ま
た
家
司
補
任
が
な
さ
れ
た
時
期
と
彼
女
た
ち
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
時

と
は
間
が
空
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
政
所
始
は
も
と
よ
り
位
階
と
は
無
関
係
だ
が
、
家
司
補
任
の
ほ
う
も
、
従
三
位
へ
の
叙
位
と
連
動
し
て
い

る
様
子
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
傍
線
部
⑧
で
頼
長
が
「
夫
人
の
家
司
補
任
と
政
所
始
は
、
叙
位
の
前
後
に
依
ら
ず
、
（
夫
の
）
執
政
の
前
後

に
よ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
記
し
た
玉
笹
自
身
は
、
幸
子
が
三
位
に
叙
さ
れ
て
か
ら
ま
も
な
く
彼
女
の
家
司
を
補
任
し

た
（
傍
線
部
④
）
。

　
す
で
に
本
史
料
を
検
討
し
た
佐
藤
健
治
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
頼
長
の
時
代
ま
で
に
お
け
る
摂
関
の
妻
の
家
政
機
関
設
置
す
べ
て
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
の
「
夫
人
補
家
司
井
倉
政
所
事
」
の
原
則
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
院
政
期
に
お
い
て
摂
関
家
男
子
の
一
人
が

過
去
の
事
例
を
基
に
導
き
出
し
た
解
釈
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
何
故
こ
の
よ
う
に
叙
位
と
家
司
設
置
が
連
動
し
な
い
と
解
釈
さ
れ
た

の
か
を
考
え
る
と
き
、
想
起
さ
れ
る
の
は
当
該
期
に
お
け
る
摂
関
妻
へ
の
叙
位
の
理
由
で
あ
る
。
前
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
平
安
中
期
か
ら
鎌

倉
中
期
に
か
け
て
の
摂
関
妻
へ
の
叙
位
は
、
主
に
勧
賞
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
機
会
と
な
る
出
来
事
（
行
幸
、
中
宮
入
内
な
ど
）

は
、
直
接
に
は
天
皇
・
上
皇
の
側
に
起
因
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
頼
長
以
前
に
お
い
て
妻
の
家
司
補
任
と
彼
女
へ
の
叙
位
が
必
ず
し
も
同
時
に

行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
妻
の
家
司
補
任
が
必
要
に
な
る
時
（
結
婚
や
夫
の
大
臣
就
任
な
ど
）
と
、
勧
賞
が
行
わ
れ
る
時
と
が
一
致
す
る
と
は
限

ら
な
か
っ
た
当
時
の
状
況
の
反
映
だ
っ
た
と
い
え
る
。
但
し
、
乱
雲
の
妻
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
だ
家
司
が
補
任
さ
れ
て
い
な
い
う
ち

に
叙
位
の
機
会
が
来
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
家
司
補
任
の
機
会
と
も
な
り
得
た
。
つ
ま
り
、
叙
位
は
家
司
補
任
の
必
要
条
件
で
は
な
い
が
、
家

司
補
任
の
指
標
と
し
て
は
律
令
以
来
の
命
脈
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
も
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
鎌
倉
中
期
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
勧
賞
の
機
を
待
た
ず
、
摂
関
の
妻
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
以

て
従
三
位
に
満
せ
ら
れ
る
摂
関
家
男
子
の
妻
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
夫
が
摂
関
に
就
任
す
れ
ば
妻
の
政
所
始
が
行
わ
れ
て
彼
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女
の
家
司
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
遠
か
ら
ず
妻
に
も
従
三
位
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
頼
長
の
よ
う
に
位
階
と
家
司
補
任

と
が
連
動
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
は
基
本
的
に
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
も
、
次
の
『
玉
英
記
抄
』
に
み
え
る

よ
う
に
、
夫
の
摂
関
就
任
前
に
妻
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
機
会
を
得
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
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（
柳
原
資
明
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
条
経
通
）

女
房
叙
一
【
三
品
ハ
上
卿
左
兵
衛
督
著
陣
、
頭
中
将
来
仰
云
、
垂
訓
左
大
臣
亭
一
遷
⇒
御
土
御
門
殿
竪
樋
二
本
家
賞
譲
↓
藤
原
朝
臣
繍
子
、
宜
レ
令
レ
叙
一
徒
三
位
一
者
、

上
卿
召
二
内
記
一
令
レ
作
＝
位
記
↓
奏
聞
之
後
、
召
二
中
務
輔
惟
兼
一
悪
様
位
記
↓
惟
兼
井
少
納
言
平
成
一
　
即
行
請
印
事
↓
次
返
麟
筆
墨
上
卿
一
云
々
、
奏
聞
了
、
留
二

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

御
所
納
音
摂
錬
以
前
室
家
叙
L
二
品
一
例
、
承
保
・
建
保
等
軸
是
也
、
来
廿
八
日
可
レ
請
二
位
記
｝
也
、
又
可
レ
補
二
家
司
職
事
一
之
由
支
度
、
是
又
保
安
こ
承

　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

保
・
建
保
之
例
也
、
自
二
大
臣
時
一
有
二
北
政
所
礼
一
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
建
武
三
年
（
一
～
二
一
一
工
ハ
）
十
二
月
、
『
玉
英
記
瞬
記
主
で
あ
る
㏄
条
経
通
の
一
条
窺
七
重
に
、
光
明
天
皇
が
行
幸
し
た
。
翌
建
武
四
年
九
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
同
天
皇
は
土
御
門
東
洞
院
殿
へ
と
移
り
、
経
通
の
邸
は
仮
の
皇
居
と
し
て
の
役
目
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
経
叢
記
か
ら
土
御
門
殿
へ

の
遷
御
に
お
け
る
本
家
の
賞
の
譲
に
よ
り
、
建
武
五
年
二
月
に
雨
曇
の
妻
の
藤
原
論
子
（
洞
院
公
賢
女
）
が
従
三
位
に
醒
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
叙
位
の
手
続
き
に
関
連
し
て
経
通
は
「
夫
が
摂
関
に
な
る
以
前
に
妻
が
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
承
保
の
例
（
藤
原
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

実
妻
の
源
麗
子
が
承
保
元
（
延
久
六
）
年
（
一
〇
七
四
）
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
）
と
建
保
の
例
（
九
条
道
家
妻
の
藤
原
拾
子
が
建
保
年
間
に
三
位
に
叙
さ
れ

⑭た
）
な
ど
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
傍
線
部
④
）
。
当
時
は
す
で
に
、
夫
の
摂
関
就
任
後
に
妻
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い

た
た
め
に
、
経
通
は
そ
の
例
外
（
摂
関
就
任
前
に
妻
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
事
例
）
を
、
過
去
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
経
通
は
、
夫
が
摂
関
に

な
る
前
に
妻
に
家
司
な
ど
を
補
任
し
た
例
と
し
て
は
、
「
保
安
（
藤
原
縄
規
妻
の
藤
原
宗
子
が
保
安
元
（
元
永
三
）
年
（
＝
二
〇
）
に
家
司
を
補
任
さ

　
⑮

れ
た
）
・
承
保
・
建
保
の
例
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
傍
線
部
⑤
）
。
夫
が
大
臣
に
な
っ
て
か
ら
摂
関
に
就
任
す
る
ま
で
の
間
に
妻
の
家
司
が

補
任
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
、
経
通
の
時
代
に
は
稀
な
ケ
ー
ス
だ
っ
た
の
だ
が
、
経
通
は
師
実
の
妻
・
道
家
の
妻
に
加
え
忠
通
の
妻
の
例
を
探
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し
出
し
、
螺
子
に
も
三
位
に
な
る
こ
の
機
に
家
司
と
職
事
を
補
任
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
導
通
は
、
自
身
が
生
き
る
時
代
の
常
識
に
基
づ

き
、
妻
自
身
が
三
位
に
な
り
家
司
な
ど
を
補
任
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
妻
が
北
政
所
と
し
て
遇
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
し
た
の
で
あ

る
（
傍
線
部
◎
）
。

　
ち
な
み
に
、
天
皇
・
上
皇
の
妃
に
対
す
る
家
司
・
職
事
補
任
に
つ
い
て
も
、
前
述
の
藤
原
勲
子
の
と
き
に
は
無
位
か
否
か
が
焦
点
と
な
っ
て

い
た
が
、
鎌
倉
中
期
の
藤
原
蝉
吟
（
九
条
道
家
女
、
後
堀
河
天
皇
妃
、
の
ち
中
宮
）
の
と
き
に
は
、
従
三
位
の
叙
位
と
同
日
に
す
る
か
そ
れ
よ
り
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
中
世
に
お
い
て
は
、
位
階
を
有
す
る
す
べ
て
の
臣
下
女
性
が
政
所
や
家
司
を
持
つ
必
要
は
な
く
、
貴
族
た

ち
は
、
摂
関
（
就
任
予
定
者
を
含
む
）
の
妻
と
、
皇
后
・
中
宮
に
な
る
以
前
の
天
皇
・
上
皇
の
妃
に
関
し
て
、
か
つ
て
の
家
令
職
員
令
を
念
頭
に

置
き
つ
つ
、
政
所
等
の
機
関
設
置
や
家
司
等
の
補
任
を
そ
の
都
度
判
断
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
三
位
が
家
司
補
任
の
た
め
の
重
要
な
指
標
と

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
摂
関
家
男
子
の
妻
に
関
し
て
は
、
北
政
所
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
従
三
位
が
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
妻
の
家
司
補
任
が
政
所

始
に
先
行
す
る
こ
と
は
稀
に
な
り
、
基
本
的
に
政
所
始
が
彼
女
の
家
政
機
関
の
出
発
点
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
轡
屋
で
は
、
政
所
始
に
よ

っ
て
成
立
す
る
北
政
所
の
家
政
機
関
を
、
よ
り
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

二
　
北
政
所
の
家
政
機
関
の
構
造
と
存
在
意
義

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
院
政
期
の
藤
原
頼
長
は
、
夫
が
摂
関
に
な
れ
ば
妻
は
位
階
に
関
係
な
く
政
所
を
始
め
る
も
の
で
あ
る
と
記
し
た
が
、
そ

の
後
平
氏
か
ら
輩
出
さ
れ
た
二
人
の
北
政
所
、
平
盛
子
と
管
簾
子
は
そ
の
実
例
で
あ
っ
た
。
現
任
の
関
白
で
あ
る
近
衛
基
実
と
長
寛
二
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

一
六
四
）
四
月
に
結
婚
し
た
盛
子
に
つ
い
て
は
、
同
月
の
う
ち
に
政
所
始
が
行
わ
れ
、
彼
女
は
九
歳
に
し
て
「
北
政
所
」
と
呼
ば
れ
る
身
に
な

　
⑱つ

た
。
そ
の
盛
子
が
従
三
位
に
な
っ
た
の
は
、
炎
が
死
去
し
た
翌
年
の
仁
安
二
年
（
二
六
七
）
十
一
月
、
准
三
宮
宣
下
を
受
け
た
と
き
の
こ

　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
で
あ
る
。
宮
古
も
、
夫
近
衛
粟
野
の
関
白
就
任
に
伴
い
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
十
二
月
に
政
所
を
開
設
さ
れ
、
寿
永
二
年
（
＝
八
三
）
二
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⑳

月
、
安
徳
天
皇
朝
観
行
幸
の
賞
と
し
て
従
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。

　
仁
安
二
年
に
行
わ
れ
た
盛
子
の
所
宛
や
准
三
宮
宣
下
な
ど
に
つ
い
て
は
『
丘
ハ
範
記
』
に
記
録
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
樋
口
健
太
郎
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

盛
子
の
家
政
職
員
の
表
を
作
成
し
て
い
る
が
、
盛
子
の
政
所
始
そ
の
も
の
の
記
事
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
春
子
に
つ
い
て
は
、
政
所
始
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
家
司
と
な
っ
た
人
物
の
名
前
は
判
明
す
る
が
、
家
司
以
外
に
ど
の
よ
う
な
役
職
名
の
家
政
機
関
職
員
が
政
所
始
蒔
点
で
存
在
し
た
の
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
盛
子
や
柑
子
以
降
の
北
政
所
に
つ
い
て
も
、
政
所
始
の
事
実
や
一
部
の
家
司
の
名
前
は
分
か
る
場
合
が
あ
る
も
の
の
、
政
所
始
に
よ
っ
て
成

立
し
た
家
政
機
関
の
全
体
像
が
分
か
る
北
政
所
は
非
常
に
限
ら
れ
る
。
北
政
所
の
政
所
始
に
関
す
る
史
料
が
少
な
い
中
で
、
そ
の
政
所
始
時
の

様
子
を
詳
細
に
記
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
『
玉
葉
』
文
治
二
年
六
月
十
九
日
条
（
以
下
【
史
料
A
】
と
す
る
）
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

れ
は
藤
原
兼
子
（
藤
原
季
行
学
）
の
北
政
所
始
に
つ
い
て
、
夫
で
あ
る
九
条
兼
実
が
自
身
の
日
記
に
残
し
た
記
録
で
あ
る
。

④此
日
女
房
政
所
始
、
井
分
二
蔵
人
所
・
侍
所
等
↓
先
有
二
北
政
所
朝
事
↓
未
半
島
頼
朝
臣
参
照
、
申
一
一
今
日
不
審
同
等
ハ
晩
頭
家
司
等
参
集
、
先
レ
是
図
書
頭

　
（
賀
茂
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
入
脱
）

麻
薬
朝
臣
参
入
、
令
レ
勘
下
灘
レ
造
二
蔵
謡
講
【
之
日
時
炉
入
レ
筥
付
二
近
習
者
一
覧
レ
之
、
見
了
返
給
、
其
後
陰
陽
師
退
出
、
無
一
鳶
レ
入
之
事
一
毫
也
、
北
政
所
始

者
兼
晶
亘
当
暴
威
触
文
乏
儀
上
先
例
也
・
割
書
憲
於
前
↓
仰
叢
裏
司
・
婚
嬰
井
舞
纏
瞬
及
侍
所
別
当
笠
譜
驚

論
宗
頼
罫
令
旨
二
通
於
筥
持
来
、
議
三
綱
町
余
響
レ
之
披
見
了
、
令
卑
女
房
景
雲
、
返
済
宗
頼
矛
、
一
華
取
乏
馬
下
、
次
家
乱
人
列
二
中
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

外
↓
灘
光
綱
申
・
姿
先
山
・
余
友
離
一
塁
次
申
・
女
房
方
熊
薮
講
磯
共
二
拝
野
景
碓
都
営
鞭
墨
描
論
輪
　
一
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
忠
実
）

巌
罪
鼻
差
黙
蠣
魏
殿
礪
墾
鱒
聾
撮
要
腰
家
司
相
裂
政
所
扇
鋪
醸
一
蓋
義
朝
臣
申
・
喜
萩
器
鞘
先

（
藤
原
師
実
）

以
・
職
事
・
藩
士
余
譜
図
返
給
其
後
義
自
取
乏
、
配
就
寝
殿
南
庇
東
面
妻
女
伝
二
品
房
・
覧
・
之
、
蝕
蝿
綿
糠
見
隠
返
給
、
踏
青
嘉

政
所
晟
二
返
抄
了
、
雛
韓
譲
姫
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令
旨
書
様
、

　
　
　
正
四
位
下
行
太
皇
大
盾
宮
亮
兼
伊
豫
守
源
朝
臣
季
長
、

　
　
　
大
蔵
卿
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
宗
頼
、

　
　
　
従
四
位
下
行
権
右
中
弁
平
朝
臣
基
親
、

　
　
　
正
五
位
下
守
左
京
権
大
夫
藤
原
朝
臣
光
綱
、

　
　
　
民
部
少
輔
従
五
位
下
兼
行
和
泉
守
藤
原
朝
臣
長
房
、

　
右
被
レ
仰
僻
、
件
等
人
宜
レ
為
二
北
政
所
別
当
一
者
、

　
　
文
治
二
年
六
月
十
九
日
　
　
　
別
当
大
蔵
卿
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
宗
頼
奉

　
　
　
正
六
位
上
行
民
部
少
録
安
倍
朝
臣
親
行
、

　
　
　
　
右
可
レ
為
二
知
家
事
↓

　
　
　
右
弁
官
史
生
従
七
位
上
　
　
季
俊
、

　
　
　
　
右
可
レ
為
二
案
主
州

　
被
レ
仰
儒
、
件
等
人
宜
レ
行
二
北
政
所
事
｝
者
、

　
　
年
号
月
日
署
所
、
同
前
、

次
職
筆
人
前
達
人
所
召
総
記
妻
上
野
燕
鉛
直
暑
無
難
見
了
霧
五
器
牒
甕
閨
茨
侍
所
別
当
三
人
難
箆
旧
・

列
　
中
門
碁
畢
華
墨
申
轟
相
盛
「
侍
所
芸
北
又
誓
盤
又
成
コ
定
器
牒
一
網
・
・

侍
所
別
当
、

　
　
弾
正
大
弼
高
階
資
泰
朝
臣
、

　
　
中
務
少
輔
源
兼
親
、

　
　
散
位
藤
原
経
泰
、
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◎蔵
人
所
々
司
三
入
、

　
　
散
位
家
職
、
今
補
、

　
　
（
章
生
）

　
　
文
生
章
盛
尚
、
今
補
、

⑪侍
所
司
二
人
、

　
　
散
位
時
輔
、

少
判
事
基
貞
、
本
所
司
、

前
大
膳
進
重
俊
、
巴
上
本
所
司
、
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北
政
所
に
関
す
る
藤
本
氏
の
専
論
に
お
い
て
も
門
史
料
A
】
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
に
対
す
る
藤
本
氏
の
関
心
は
、
北
政

所
の
職
員
の
ほ
と
ん
ど
が
兼
業
の
政
所
等
の
職
員
と
共
通
し
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
主
に
こ
の
【
史
料
A
】
に
基
づ
き
、
北
政
所

に
附
属
す
る
家
政
機
関
を
制
度
的
に
分
析
す
る
と
と
も
に
、
夫
の
家
政
機
関
と
の
重
複
性
に
も
関
係
す
る
、
北
政
所
の
家
政
機
関
の
必
要
性
に

つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
。

　
一
．
北
政
所
の
政
所
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
服
藤
氏
は
平
安
期
に
お
け
る
北
政
所
の
家
政
機
関
は
政
所
の
み
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
【
史
料
A
】
に
み
え
る
鎌
倉
初
期
の
政
所
始
の
実

例
で
は
、
夫
兼
実
が
「
蔵
人
所
・
侍
所
」
を
「
分
納
け
る
と
い
う
行
為
も
行
っ
て
い
る
（
傍
線
部
④
）
。
具
体
的
に
は
、
政
所
始
以
下
の
儀
式
は

次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）
陰
陽
師
が
参
入
し
、
蔵
人
所
の
簡
を
作
る
べ
き
日
時
を
勘
申
す
る
。

（
2
）
北
政
所
の
家
司
と
そ
の
な
か
の
年
預
、
及
び
侍
所
別
当
な
ど
を
正
式
に
仰
せ
つ
け
る
。

（
3
）
家
司
と
下
家
司
の
名
前
が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
た
令
旨
二
通
を
、
兼
実
と
兼
子
が
確
認
す
る
。

（
4
）
家
司
に
決
ま
っ
た
五
人
が
中
門
外
に
列
し
、
兼
実
と
兼
子
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
拝
礼
を
行
う
。

（
5
）
仮
の
政
所
で
あ
る
中
門
南
島
に
家
司
が
着
す
る
。
年
預
家
司
の
平
基
親
が
吉
書
を
申
す
。
こ
の
吉
書
も
信
実
と
兼
子
が
確
認
す
る
。
そ
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の
上
で
基
親
が
返
抄
を
作
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

（
6
）
職
事
十
人
ほ
ど
が
蔵
人
所
に
着
し
、
「
台
盤
行
事
」
を
行
う
。
職
事
の
…
人
で
あ
る
藤
原
頼
高
が
吉
書
を
申
す
。
「
器
牒
」
を
作
成
し
て

　
　
諸
国
に
給
う
。

（
7
）
侍
所
別
当
三
人
が
中
門
に
列
し
、
拝
礼
を
行
う
。

（
8
）
侍
所
別
当
が
侍
所
に
着
し
、
こ
こ
で
も
「
台
盤
」
と
「
馳
駆
」
作
成
が
行
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
式
次
第
は
、
基
本
的
に
は
近
世
の
北
政
所
始
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
史
料
が
、
文
政
六
年
（
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
三
）
鷹
司
政
通
の
関
白
就
任
に
伴
い
行
わ
れ
た
そ
の
妻
（
徳
川
治
二
女
）
の
「
北
政
所
始
之
次
第
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。
以
下
【
史
料
B
】
と
す

る
）
で
あ
る
。
こ
の
文
政
の
史
料
に
見
え
る
北
政
所
始
の
次
第
は
、
細
部
に
お
い
て
は
門
史
料
A
】
と
異
な
る
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

（
3
）
の
家
司
任
命
と
（
4
）
の
拝
礼
の
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
職
事
の
任
命
と
拝
礼
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
（
7
）
（
8
）
に
相
当
す
る
と
み

ら
れ
る
「
侍
始
」
が
、
名
称
の
み
挙
げ
ら
れ
て
実
際
に
は
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
陰
陽
師
に
よ
る
造
簡
の
日
時
の
勘

申
に
始
ま
り
、
家
司
の
仰
付
、
拝
礼
、
そ
の
後
の
政
所
や
蔵
人
所
及
び
侍
所
で
の
行
事
な
ど
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
流
れ
は
、
【
史
料
B
】
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
所
始
に
よ
っ
て
家
司
を
任
命
す
る
と
同
時
に
彼
女
の
蔵
人
所
と
侍
所
も
始
動
さ
せ
る
、
と

い
う
の
が
、
兼
子
以
降
の
中
世
・
近
世
に
お
け
る
北
政
所
に
も
引
き
継
が
れ
た
、
家
政
機
関
の
立
ち
上
げ
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
摂
関
家
男
子
の
家
政
機
関
に
関
す
る
元
木
泰
雄
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
侍
所
と
は
、
家
司
も
含
む
全
家
政
機
関
職
員
の
名
称
、
任
免
、
出
欠

の
す
べ
て
を
把
握
し
た
、
い
わ
ば
家
政
機
関
に
お
け
る
主
従
関
係
の
維
持
・
統
制
の
中
心
と
も
い
う
べ
き
機
関
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
院
政
期

の
摂
関
家
に
お
い
て
は
侍
所
と
蔵
人
所
の
役
割
は
同
一
で
あ
り
、
摂
関
に
就
任
す
る
と
侍
所
を
蔵
人
所
と
改
称
し
て
、
別
に
侍
所
を
置
か
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
佐
藤
健
治
氏
は
、
十
世
紀
前
半
に
設
置
さ
れ
て
い
た
摂
関
の
家
政
機
関
は
、
政
所
・
北
政
所
・
侍
所
・
厩
・

随
身
所
・
膳
所
・
雑
色
長
（
所
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
十
｝
世
紀
前
半
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
の
一
つ
が
蔵
人
所
で
あ
っ
た

と
す
る
。
【
史
料
A
】
の
歯
群
で
あ
る
兼
実
に
関
し
て
言
え
ば
、
摂
政
に
な
っ
た
彼
は
、
自
身
の
家
政
機
関
に
は
蔵
人
所
と
侍
所
の
両
方
を
置
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⑭

い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
【
史
料
A
】
の
時
代
に
は
、
佐
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
夫
で
あ
る
摂
関
家
男
子
の
家
政
機
関
自
体
が
拡
充
さ

れ
、
蔵
人
所
と
侍
所
が
併
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
兼
実
は
、
自
分
の
蔵
人
所
と
侍
所
を
北
政
所
の
政
所
始
に
際
し
て
「
分
」

け
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
摂
関
家
男
子
の
家
政
機
関
の
拡
充
は
北
政
所
の
政
所
始
に
も
波
及
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
【
史
料
A
】
か
ら
は
、
そ
う
し
た
家
政
機
関
拡
充
の
結
果
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
、
鎌
倉
期
の
北
政
所
家
政
機
関
職
員
の
構
成
も
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
政
所
始
の
の
ち
、
兼
子
の
職
事
十
人
ほ
ど
は
蔵
人
所
に
着
し
て
「
台
盤
」
を
行
い
、
侍
所
別
当
三
人
は
侍
所
に
着
し
て
「
台

盤
」
を
行
っ
て
い
る
。
且
つ
蔵
人
所
と
侍
所
そ
れ
ぞ
れ
に
所
司
が
存
在
す
る
（
傍
線
部
◎
⑨
）
こ
と
か
ら
、
元
来
は
同
一
の
存
在
を
指
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
職
事
と
侍
所
別
当
と
が
、
蔵
人
所
と
侍
所
の
分
課
に
伴
い
そ
れ
ぞ
れ
の
別
の
「
所
」
の
別
当
に
分
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

蔵
人
所
の
職
事
の
ほ
う
の
役
割
は
、
主
従
関
係
の
維
持
等
を
越
え
て
家
政
全
般
に
拡
大
し
て
い
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
【
史
料
B
】
の
北
政
所

始
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
職
事
は
家
司
と
と
も
に
政
所
始
で
一
括
し
て
任
命
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
た
と
見
通
せ
る
の
で
あ
る
。

　
2
．
北
政
所
の
家
政
機
関
と
公
家
社
会

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
藤
本
氏
は
【
史
料
A
】
に
基
づ
き
、
北
政
所
の
家
政
機
関
職
員
の
ほ
と
ん
ど
が
、
摂
政
た
る
夫
の
家
政
機
関
職
員
の
兼

任
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
北
政
所
の
家
政
機
関
と
摂
関
の
そ
れ
と
の
重
複
性
は
、
そ
の
後
の
服
藤
氏
の
北
政
所
砥
究
に
お
い
て

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
北
政
所
研
究
が
「
家
」
成
立
史
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
進

展
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
家
長
と
し
て
の
夫
と
、
夫
に
従
属
し
つ
つ
も
家
内
を
共
同
統
括
す
る
妻
、
こ
の
両
者
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
の
が
「
家
」
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
「
家
」
妻
で
あ
る
北
政
所
が
夫
と
一
体
と
な
っ
て
摂
関
家
を
構
成
し
て
い
る
こ

と
の
証
明
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
夫
と
妻
の
一
体
性
を
重
視
し
た
た
め
に
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
夫
の
家
政
機

関
と
妻
の
そ
れ
と
の
区
別
や
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
【
表
2
】
は
、
【
史
料
A
】
に
み
え
る
兼
子
の
家
司
や
下
家
司
、
職
事
、
侍
所
別
当
、
蔵
人
所
々
司
、
侍
所
司
に
つ
い
て
、
兼
実
の
摂
政
就

任
時
（
文
治
二
年
三
月
）
か
ら
兼
子
の
政
所
始
頃
ま
で
の
間
に
、
篤
実
の
家
政
機
関
で
務
め
て
い
る
職
名
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
摂
政
で
あ
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（
隷
姻
）
榊
志
督
幹

【表2】政所始の時点における藤原兼子の家政機関職員

氏　名
政所始の時点での官

E・位階

藤原兼子の家政機関におけ

髏E名

九条兼実の家政機関におけ

髏E名（摂政就任時～兼子
ﾌ政所始頃）（注1）

典拠（注2）

源季長
太皇大后宮亮／伊予守

^正四位下
家司（北政所別当） 家司 『玉藥』文治2年3月16日条

藤原宗頼 大蔵卿／正四棚下 家司（北政所別当） 家司／氏家司／年預
『玉葉』文治2年3月16日・

ｯ年6月20B条
平整粒 権右中弁／従四位下 家司（北政所別当）／年預 家司 『玉葉』文治2年3月16日条

藤原要綱 左京権大夫／正五位下 家司（北政所別当） 家司／氏家司
『玉葉』文治2年4月17日・

ｯ月28日条

藤原長房
民部少輔／和泉守／従

ﾜ位下
家司（北政所別当） 家司／厩別当／随身所別当

『玉葉』文治2年3月16日・

ｯ月28日条

安倍親行 民部再録／正六下上 下家司（知家事） 下家司／年預 『玉葉』文治2年3月16日間

（氏不明）季俊 右弁富史生／従七位上 下家司（案主）
… 一

藤原頼高 上野守／五位 職事 氏職事 ざ玉葉蓋文治2年3月28目条

源随時 散位 職事 職事 窪玉葉雲文治2年3月16日条

高階資泰 弾正大旨 侍所別当（注3＞ 家司／随身所鋼当 旧離蓋文治2年3月16日条

源兼親 中務少輔 侍所別当（注3） 家司か 狂葉選文治2年3日16日条

藤原経泰 散位 侍所別当 職事 辻三E葉毒文治2年6月20日条

（氏不明）家職 散位 蔵入所々司 一 『
（氏不明）基貞 少判事 蔵人所々司 所司

一
（氏不詳）盛尚 文章生 蔵入所々司 一 一
（氏不明）時輔 散位 侍所司 所司

㎜
（氏不明）重俊 前大膳進 侍所司 所司

一

（注1）

（注2）

（注3）

時期の下限は，兼子の政所始の翌日までである。

本欄には，【史料A1（『玉蝿文治2年　6　fi　19日条）以外の典拠を挙げる。

後日，兼子の家司に補任された（『玉葉」文治2年8月6N条〉。

（卜

m
H
）
　
卜
㏄
H



る
兼
実
に
は
、
政
所
、
侍
所
、
蔵
人
所
の
ほ
か
に
も
随
身
所
、
厩
司
な
ど
の
機
関
が
あ
り
、
ま
た
氏
長
者
と
し
て
の
兼
実
の
職
務
に
携
わ
る
と

み
ら
れ
る
氏
家
司
、
氏
職
事
も
い
る
。
こ
う
し
た
大
き
な
組
織
に
属
す
る
者
た
ち
の
な
か
か
ら
、
兼
子
の
家
政
機
関
職
員
を
兼
務
す
る
者
が
選

ば
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
選
出
さ
れ
た
者
は
兼
実
の
下
で
の
職
名
そ
の
ま
ま
に
兼
子
の
家
政
機
関
で
も
仕
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特

に
、
年
預
の
家
司
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
者
が
指
名
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
政
の
事
務
担
当
者
を
敢
え
て
違
え
て

い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
【
史
料
A
】
に
み
え
る
兼
子
の
蔵
人
所
下
司
お
よ
び
侍
所
司
に
は
、
「
本
所
司
」
と
記
載
さ
れ
た
者
と
「
垂
直
」
と
記
さ
れ
た
者
と
が

あ
る
。
熱
心
の
所
司
だ
っ
た
「
本
所
司
」
に
対
し
、
「
今
補
」
は
そ
う
し
た
前
歴
な
く
兼
子
の
所
司
に
補
さ
れ
た
者
と
み
ら
れ
る
。
兼
実
の
家

政
機
関
と
兼
子
の
そ
れ
が
完
全
に
は
重
複
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
北
政
所
の
家
政
機
関
は
、
全
体
的
に
概
観
す
る
と
、
人
材
の
多
く
を
夫
の
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
～
方
、

細
部
ま
で
見
た
場
合
に
は
、
摂
関
の
そ
れ
と
は
別
組
織
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
門
史
料
A
】

の
傍
線
部
⑧
に
見
え
る
よ
う
に
、
北
政
所
の
家
政
機
関
の
主
が
あ
く
ま
で
妻
で
あ
る
こ
と
は
、
摂
関
自
身
も
承
知
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
北
政

所
家
司
の
拝
礼
を
兼
子
よ
り
先
に
自
分
に
対
し
て
行
わ
せ
る
べ
き
だ
と
兼
実
が
主
張
し
た
の
は
、
摂
関
家
に
お
い
て
兼
子
が
、
夫
に
従
う
べ
き

妻
で
あ
り
、
ま
た
家
長
の
下
に
あ
る
「
家
」
構
成
員
で
あ
り
、
さ
ら
に
摂
政
の
如
き
重
職
に
あ
る
人
物
で
は
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
摂
関
の
家

政
機
関
か
ら
北
政
所
の
そ
れ
を
分
立
さ
せ
た
上
で
、
摂
関
と
北
政
所
の
上
下
関
係
に
よ
っ
て
前
者
が
後
者
の
家
政
機
関
の
上
に
も
立
つ
と
い
う

構
図
が
、
当
時
の
摂
関
家
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
両
者
の
家
政
機
関
職
員
が
多
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
を
指
し
て
藤
本
氏
は
「
北
政
所

の
設
概
そ
の
も
の
が
、
い
か
に
儀
礼
的
な
形
式
的
な
性
格
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
服
藤
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
平
安
期
北
政
所
の
役
割
と
は
、
摂
関
家
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
や
節
供
の
場
に
お
い
て
夫
と
並
ん
で
拝
礼
を
受
け
る
こ
と
と
、
節
供

を
行
う
主
体
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
北
政
所
の
家
司
た
ち
は
節
供
を
含
む
摂
関
家
の
年
中
行
事
の
用
途
を
調
達
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
従
来
指
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北政所考（金井）

摘
さ
れ
て
き
た
北
政
所
と
そ
の
家
政
機
関
の
役
割
と
は
、
夫
や
そ
の
家
政
機
関
と
協
力
し
て
摂
関
家
の
行
事
を
執
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
北
政
所
の
家
政
機
関
を
敢
え
て
摂
関
の
そ
れ
か
ら
分
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
確
か
に
形
式
的
に
み
え
る
。

　
し
か
し
、
実
は
北
政
所
は
、
摂
関
家
内
部
の
行
事
に
の
み
関
与
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
次
に
掲
げ
る
『
花
園

天
皇
農
記
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
園
寺
実
坪
（
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
九
月
没
）
の
百
箇
日
仏
事
と
し
て
行
わ
れ
た
一
晶
経
供
養
に
、
花
園

上
皇
が
参
列
し
た
日
の
記
述
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

先
晦
離
野
望
物
已
無
薩
織
物
被
物
次
葬
麟
夢
戴
物
其
後
綾
被
物
廿
二
重
軸
物
二
・
騨
話
題
福
一
重
輩

（
中
略
）
抑
今
日
経
有
レ
網
、
不
レ
用
一
「
荘
厳
↓
然
而
広
義
門
院
御
漏
薄
絞
表
需
繍
、
軸
水
精
、
紐
玉
野
、
思
外
不
レ
守
二
御
定
↓
織
目
レ
守
レ
制
、
用
二
羅
表
需

玉
紐
　
也
、
（
中
略
）
被
物
綾
一
重
、
女
院
・
関
白
室
等
可
レ
加
胴
裏
物
｝
之
由
治
定
、
而
永
福
門
院
織
物
被
物
器
物
、
広
義
門
院
錦
被
物
織
物
頑
物
、
二
条
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

政
所
錦
被
物
等
、
不
レ
被
レ
守
二
此
法
一
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
花
園
上
皇
は
、
こ
の
仏
事
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
経
や
被
物
・
裏
物
の
な
か
に
、
過
差
（
奢
修
）
を
禁
じ
た
新
制
な
ど
に
違
反
す
る
も
の
が

あ
る
の
を
見
て
、
そ
の
こ
と
を
右
の
よ
う
に
書
き
と
め
た
。
こ
の
記
録
に
よ
っ
て
、
コ
～
筆
墨
政
所
」
で
あ
る
藤
原
娩
子
（
二
条
道
平
の
妻
）
が

永
福
門
院
（
実
豊
島
）
や
広
義
門
院
（
実
兼
山
女
）
と
並
ん
で
こ
の
仏
事
に
被
物
を
準
備
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
勢

子
が
こ
の
仏
事
の
た
め
の
被
物
を
用
意
し
た
の
は
、
彼
女
が
実
兼
の
孫
女
（
西
園
寺
露
顕
女
）
で
、
両
女
院
と
同
様
に
、
故
人
の
血
を
引
く
高

貴
な
女
性
で
あ
っ
た
た
め
と
見
て
よ
い
。

　
娩
子
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
の
史
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
夫
と
多
く
の
家
政
機
関
職
員
を
共
有
し
、
そ
れ
を
動
か

し
て
二
条
家
に
お
け
る
年
中
行
事
の
た
め
の
費
用
を
調
達
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
里
子
が
、
自
分
自
身
の
血
脈
を
理
由
と
し
て
西
園

寺
家
関
係
の
行
事
の
費
用
負
担
も
行
っ
て
い
る
事
実
は
、
北
政
所
が
摂
関
家
外
部
の
社
会
に
対
し
て
も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
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そ
し
て
北
政
所
の
家
政
機
関
は
そ
う
し
た
役
割
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
玉
子
が
永
福
・
広
義
両
女
院
と
並
ん

で
費
用
負
担
者
と
し
て
特
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
北
政
所
は
公
家
社
会
の
な
か
で
は
女
院
に
準
じ
る
権
門
と
見
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
見
方
は
、
北
政
所
が
女
院
と
同
様
自
身
の
家
政
機
関
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
章
で
は
、
北
政
所
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
、
中
世
に
お
け
る
そ
の
設
置
の
し
か
た
を
概
観
し
た
上
で
、
政
所
始
に
よ
っ
て
成
立
す
る
政
所

そ
の
他
の
機
関
の
実
態
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
摂
関
の
家
政
機
関
と
北
政
所
の
そ
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
じ
、
そ
こ
か
ら
摂
関
家
内
部
に

止
ま
ら
な
い
北
政
所
の
役
割
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
次
の
第
三
章
で
は
、
摂
関
家
男
子
の
婚
姻
形
態
の
変
化
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
な
か

で
北
政
所
が
獲
得
し
、
あ
る
い
は
失
っ
た
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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①
以
下
、
本
稿
で
は
、
政
所
始
と
家
司
補
任
を
区
別
し
た
上
で
、
そ
の
両
方
を
合

　
わ
せ
「
家
政
機
関
の
設
置
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
政
所
を
始
め
れ
ば
、
そ
こ
に

　
は
補
任
さ
れ
た
家
司
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
摂
関
家
男
子
の
妻
の
場
合
、

　
政
所
始
は
行
わ
ず
家
司
補
任
だ
け
で
対
応
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
具
体
的
な
事
例
は
、
以
下
の
本
文
中
で
取
り
上
げ
る
。

②
大
山
喬
平
「
序
説
扁
（
同
編
欄
中
世
裁
許
状
の
研
究
㎞
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
八

　
年
）
。

③
『
中
右
記
臨
長
承
二
年
七
月
五
日
条
。
後
述
す
る
先
例
の
調
査
結
果
に
つ
い
て

　
も
こ
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

④
加
茂
明
日
香
「
高
陽
院
泰
子
一
㎎
院
の
女
御
㎞
の
立
后
1
」
（
『
国
文
鶴
見
』
三

　
九
号
、
二
〇
〇
五
年
目
は
「
泰
子
は
こ
の
日
（
長
承
三
年
三
月
二
日
－
筆
者
注
）

　
ま
で
無
位
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
前
に
女
御
宣
旨
を
賜
っ
て

　
い
た
可
能
性
は
無
い
」
と
論
証
し
て
い
る
。

⑤
叫
評
語
別
記
婚
記
㎞
（
以
下
、
欄
台
記
別
記
』
と
の
み
記
す
）
久
安
四
年
八
月

　
十
四
日
条
。

⑥
元
木
泰
雄
欄
藤
原
忠
実
』
（
吉
川
弘
文
館
、
エ
○
○
○
年
）
に
よ
れ
ば
、
忠
通

　
と
藤
原
忠
実
・
撃
墜
父
子
と
の
関
係
が
険
悪
化
す
る
の
は
久
安
西
年
十
一
月
、
藤

　
原
兼
長
（
頼
長
息
、
忠
通
猶
子
）
の
少
将
昇
進
の
遅
延
を
め
ぐ
っ
て
両
者
が
対
立

　
し
た
時
で
あ
っ
た
。

⑦
多
子
へ
の
従
三
位
叙
品
は
久
安
四
年
八
月
九
日
に
行
わ
れ
た
（
『
台
記
首
記
㎞

　
同
日
条
）
。
但
し
、
同
年
十
二
月
の
源
師
子
（
藤
原
忠
実
の
妻
）
の
死
去
に
よ
っ

　
て
多
子
の
入
内
の
件
は
一
時
中
断
し
、
多
子
が
入
内
し
た
の
は
、
叙
位
の
翌
々
年

　
（
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
）
正
月
で
あ
っ
た
（
本
章
注
⑥
常
器
元
木
『
藤
原
忠

　
実
』
）
。

⑧
『
台
記
別
記
』
久
安
四
年
七
月
二
十
日
・
同
年
八
月
五
目
・
目
脂
九
月
二
十
五

　
日
条
。
幸
子
の
三
五
玉
上
へ
の
叙
位
は
久
安
四
年
七
月
二
十
日
に
、
従
三
位
へ
の

　
叙
位
は
同
年
八
月
五
田
に
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
。
な
お
、
後
日
（
同
年
九
月
二

　
十
五
日
）
幸
子
に
賜
っ
た
従
三
位
叙
品
の
位
記
は
、
日
付
が
入
月
工
日
と
な
っ
て

　
い
る
。
幸
子
が
無
位
の
状
態
か
ら
直
接
三
位
に
叙
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
頼
長
が

　
源
倫
子
（
央
の
藤
原
道
長
が
左
大
臣
だ
っ
た
と
き
に
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
た
）
の
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例
に
な
ら
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

⑨
　
本
稿
「
は
じ
め
に
」
注
⑩
所
掲
佐
藤
論
文
。

⑩
㎎
玉
英
記
抄
㎞
暦
応
元
（
建
武
五
）
年
二
月
七
日
条
。
引
用
し
た
箇
所
は
、
『
大

　
日
本
史
料
』
第
六
熱
量
四
に
翻
刻
が
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
、
勧
修
寺
家
旧
蔵

　
史
料
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
）
他
の
写
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
。

⑳
一
続
史
要
抄
㎞
建
武
三
年
十
二
月
十
日
条
。

⑫
欄
二
塁
愚
抄
㎞
建
武
四
年
九
月
二
十
日
条
、
『
園
太
暦
』
文
和
二
年
九
月
二
十
二

　
日
条
。

⑬
立
台
記
別
記
㎞
久
安
四
年
七
月
二
十
日
条
。
源
麗
子
の
従
三
位
へ
の
叙
位
は
、

　
夫
の
関
白
就
任
の
前
年
で
あ
っ
た
。
な
お
、
麗
子
は
、
無
位
で
あ
っ
た
延
久
五
年

　
（
…
〇
七
三
〉
に
す
で
に
家
司
を
補
任
さ
れ
て
い
た
（
『
上
記
別
記
』
同
年
八
月

　
十
四
日
条
）
。

⑭
第
一
章
注
⑰
参
照
。

⑮
　
『
台
記
別
記
睡
久
安
四
年
八
月
十
四
日
条
。
宗
子
の
家
司
補
任
は
夫
が
関
白
と

　
な
る
前
年
で
あ
っ
た
。
な
お
、
彼
女
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
の
は
大
治
五
年
（
一

　
＝
二
〇
）
の
こ
と
で
、
そ
の
時
の
宗
子
は
娘
の
藤
原
聖
子
（
当
時
は
崇
徳
天
皇
の

　
女
御
）
の
と
こ
ろ
に
い
た
。
聖
子
の
い
る
内
裏
か
ら
降
車
宣
旨
を
蒙
っ
て
退
出
す

　
る
前
に
三
位
に
叙
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
位
は
、
源
麗
子
へ
の
従
三
位
叙
品

　
の
例
な
ど
に
な
ら
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
『
中
右
記
㎞
岡
年
正
月
八
日

　
条
）
。

⑯
『
玉
蘂
』
寛
喜
元
年
十
月
二
十
日
条
。

⑰
『
愚
管
黒
山
第
五
。

⑱
『
玉
葉
㎞
文
治
二
年
四
月
十
七
日
条
に
、
四
月
に
北
政
所
始
を
行
っ
た
先
例
と

　
し
て
平
盛
子
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑲
　
『
兵
範
記
臨
仁
安
エ
年
十
一
月
十
八
日
条
。

⑳
里
山
勲
記
㎞
治
承
三
年
十
二
月
十
七
日
条
。

⑳
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
二
月
二
十
一
条
、
㎎
吉
記
㎞
同
B
条
。

⑫
　
樋
口
健
太
郎
「
平
安
末
期
摂
関
家
の
『
家
輪
と
平
氏
－
白
川
殿
盛
子
に
よ
る

　
噸
家
㎞
の
伝
領
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
同
㎎
中
世
摂
関
家
の
家
と
権
力
喚
、
校
倉
書
房
、

　
二
〇
一
一
年
。
初
出
は
こ
〇
〇
四
年
）
。

⑬
　
本
章
注
⑳
の
史
料
に
よ
れ
は
、
政
所
始
の
時
の
家
司
は
、
平
重
衡
、
平
経
正
、

　
藤
原
光
雅
、
藤
原
親
雅
、
中
原
師
尚
の
五
人
で
あ
る
。

⑭
　
例
え
ば
、
鎌
倉
中
期
に
は
、
　
即
実
経
の
関
白
就
任
に
と
も
な
い
そ
の
妻
の
北

　
政
所
始
が
行
わ
れ
て
い
る
（
『
民
経
記
睡
寛
元
四
年
正
月
二
十
八
日
・
同
年
二
月

　
二
十
八
目
条
）
。
そ
の
時
に
任
命
さ
れ
た
家
司
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
そ

　
の
後
追
加
で
補
任
さ
れ
た
北
政
所
家
司
六
人
の
名
は
判
明
す
る
（
門
葉
黄
記
㎞
寛

　
元
四
年
八
月
十
八
日
条
）
。

⑳
　
宮
崎
康
充
「
九
条
兼
実
室
『
兼
子
輪
に
つ
い
て
」
（
小
原
仁
編
「
玉
葉
」
を
読

　
む
f
九
条
兼
実
と
そ
の
時
代
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
に
お
け
る
人
物
比

　
定
に
基
づ
く
。

㊧
　
藤
原
宗
子
（
藤
原
忠
通
の
妻
）
に
侍
所
が
設
置
さ
れ
た
（
蝿
兵
範
記
』
久
安
五

　
年
十
月
二
十
六
日
条
）
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宗
子
が
准
三
宮
に
な
っ
た
た
め
と
服

　
藤
氏
は
説
明
し
て
い
る
。

⑳
　
台
盤
（
大
盤
）
は
饗
所
と
し
て
の
性
格
を
示
す
備
品
で
あ
り
（
元
木
泰
雄
「
摂

　
関
家
家
政
機
関
の
拡
充
」
、
同
『
院
政
期
政
治
史
研
究
㎞
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九

　
六
年
。
初
出
は
一
九
八
一
・
一
九
八
四
年
）
、
「
台
盤
行
事
」
と
は
酒
宴
を
指
す
も

　
の
と
携
測
さ
れ
る
。

⑳
　
「
器
牒
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　
な
お
、
【
史
料
A
】
は
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊
　
九
条
家
本
　
玉
葉
輪

　
（
明
治
書
院
）
に
基
づ
き
引
用
し
た
が
、
手
書
阻
害
刊
行
會
編
『
玉
葉
』
（
名
著

　
刊
行
会
）
は
、
同
じ
箇
所
を
「
器
儲
」
と
す
る
。

⑳
噸
系
麟
纂
要
㎞
第
十
冊
。

⑳
　
函
架
番
号
柳
一
一
三
九
。
長
文
の
た
め
、
そ
の
翻
刻
や
詳
し
い
解
説
は
別
稿
を

　
期
す
こ
と
に
す
る
。
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⑳
　
但
し
、
（
1
）
の
「
造
簡
」
に
つ
い
て
は
、
【
史
料
A
閣
か
ら
【
史
料
B
】
へ
の

　
間
に
、
興
味
深
い
変
化
も
起
こ
っ
て
い
る
。
【
史
料
A
】
で
は
蔵
人
所
の
簡
の
み

　
が
作
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
【
史
料
B
】
で
は
蔵
入
所
簡
と
と
も
に
台
盤
所
簡

　
が
作
ら
れ
て
お
り
、
且
つ
【
史
料
B
】
の
ほ
う
で
は
そ
れ
ら
の
簡
を
立
て
る
行
為

　
が
、
蔵
人
所
で
の
酒
宴
と
吉
轡
の
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
台
盤
所
が
「
女
房
の

　
侍
所
」
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
秋
山
喜
代
子
「
台
盤
所
と
近
臣
・
女

　
房
」
（
同
『
中
世
公
家
社
会
の
空
間
と
芸
能
』
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
初

　
出
は
一
九
九
三
年
）
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
変
化
は
北
政
所
と
女
房
の
間

　
で
の
主
従
制
的
関
係
を
反
映
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は

　
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑳
　
本
章
注
⑳
所
掲
元
木
論
文
。

⑳
　
本
稿
「
は
じ
め
に
」
注
⑩
自
認
佐
藤
論
文
。

⑭
　
咽
玉
葉
㎞
文
治
二
年
八
月
六
日
条
。

⑯
　
注
⑳
所
掲
元
木
論
文
。

⑳
　
注
⑳
所
掲
元
木
論
文
に
よ
れ
ば
、
十
一
世
紀
半
ば
よ
り
、
職
事
は
家
政
全
般
に

　
わ
た
る
活
動
を
開
始
し
た
◎

⑳
　
哩
花
園
天
皇
詳
記
㎞
元
亨
二
年
十
二
月
十
四
日
条
。

㊥
　
公
家
新
制
の
な
か
の
過
差
禁
制
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
文
昭
咽
中
世
公
武
新
制

　
の
研
究
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
の
第
一
部
「
公
家
新
制
の
研
究
」
を

　
構
成
す
る
諸
論
稿
（
初
出
は
一
九
七
九
～
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。
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第
三
章
　
摂
関
家
の
婚
姻
形
態
と
北
政
所

　
服
藤
氏
の
北
政
所
研
究
が
平
安
後
期
ま
で
を
対
象
と
し
た
理
由
は
、
前
章
ま
で
で
触
れ
た
よ
う
に
、
同
氏
の
論
に
お
い
て
は
「
家
」
の
成
立

と
北
政
所
の
成
立
と
が
連
動
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
服
藤
氏
は
、
父
子
継
承
を
原
理
と
す
る
家
が
萌
芽
し
確
立
し
て
い
く
九
世
紀
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

～
十
一
世
紀
末
を
、
「
家
」
の
成
立
時
期
と
み
る
。
そ
の
「
家
」
に
関
し
て
十
二
世
紀
以
降
に
起
こ
っ
た
変
化
は
、
主
に
平
安
期
を
扱
う
同
氏

の
研
究
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。
自
然
、
鎌
倉
期
以
降
に
お
け
る
北
政
所
の
変
化
に
つ
い
て
も
追
跡
さ
れ
ず
に
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　
本
章
で
は
、
ま
ず
平
安
後
期
～
南
北
朝
期
の
摂
関
家
に
お
け
る
婚
姻
形
態
の
変
化
を
跡
付
け
、
そ
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
摂
関
家
内
外
の
人
々

に
と
っ
て
の
北
政
所
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
意
義
が
室
町
期
に
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
見
通

す
こ
と
に
す
る
。

　
t
．
摂
関
家
男
子
の
婚
姻

　
古
記
録
に
み
え
る
婚
姻
の
事
例
を
博
捜
し
た
高
群
逸
枝
氏
は
、
古
代
～
中
世
に
お
い
て
、
婚
姻
形
態
は
妻
間
婚
か
ら
婿
取
婚
へ
変
化
し
、
さ
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②

ら
に
嫁
取
婚
へ
と
変
わ
る
と
説
明
し
た
。
こ
の
三
段
階
か
ら
な
る
変
化
の
図
式
は
、
女
性
の
地
位
に
関
す
る
高
群
氏
の
基
本
的
理
解
と
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
。
嫁
取
婚
に
よ
り
女
性
の
地
位
が
低
下
し
た
と
み
る
そ
の
高
群
氏
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
脇
田
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

研
究
者
に
よ
り
修
正
が
加
え
ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
ま
で
の
学
界
で
婚
姻
形
態
の
変
化
の
図
式
そ
の
も
の
に
大
き
な
転
換
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。

公
家
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
は
辻
垣
晃
一
氏
が
平
安
後
期
～
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
事
例
を
多
数
収
集
し
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
鎌
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

時
代
中
期
に
は
嫁
取
婚
が
成
立
し
一
般
化
し
て
い
た
と
結
論
し
て
い
る
。

　
鎌
倉
前
期
・
中
期
に
お
け
る
摂
関
家
男
子
の
婚
姻
事
例
の
な
か
に
は
、
婿
取
婚
か
ら
嫁
取
婚
の
過
渡
的
状
況
を
示
す
も
の
が
複
数
あ
る
。
建

久
二
年
（
＝
九
一
）
六
月
に
行
わ
れ
た
九
条
良
経
（
九
条
兼
実
息
）
と
一
条
能
事
女
（
源
頼
朝
の
姪
）
の
婚
姻
で
は
、
能
芸
と
頼
朝
が
嫁
取
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
の
婚
姻
儀
礼
を
主
張
し
た
も
の
の
、
言
忌
が
そ
れ
を
承
諾
せ
ず
、
結
局
婿
取
形
式
で
婚
儀
が
挙
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
公
家
社
会
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

嫁
取
婚
が
忌
避
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
時
代
が
下
っ
て
嘉
禎
三
年
（
＝
一
三
七
）
の
近
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

兼
経
と
藤
原
仁
子
（
九
条
道
家
女
）
の
婚
儀
は
、
兼
経
が
住
ん
で
い
た
近
衛
室
町
の
邸
宅
に
仁
子
が
渡
る
形
式
で
行
わ
れ
た
。
細
部
で
は
婿
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
方
式
を
取
っ
た
と
み
ら
れ
る
点
も
あ
る
が
、
女
性
が
摂
関
家
男
子
の
邸
宅
へ
居
を
移
し
て
結
婚
生
活
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
摂
関
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
お
い
て
も
嫁
取
婚
を
認
め
る
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
そ
の
方
向
性
は
、
鎌
倉
後
期
以
降
の
摂
関
家
の
婚
姻
儀
礼
を
ど
の
よ
う
な
形
式
に
向
か
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
か
。
建
長
八
年
（
一
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

六
）
に
近
衛
基
平
と
藤
原
公
生
女
と
が
結
婚
し
た
際
に
は
、
堅
甲
女
が
基
平
の
邸
に
来
て
い
る
。
前
述
の
辻
垣
氏
は
、
こ
の
基
平
と
公
相
女
の

結
婚
後
の
日
常
生
活
が
近
衛
殿
で
営
ま
れ
て
い
る
と
推
測
し
、
そ
の
こ
と
も
ふ
ま
え
て
、
嘉
禎
三
年
以
降
の
公
家
社
会
で
は
嫁
取
婚
が
　
般
化

し
た
と
み
て
い
る
。
そ
の
…
方
で
辻
垣
氏
は
、
現
存
し
て
い
る
鎌
倉
中
期
以
降
の
史
料
（
未
刊
を
含
む
）
に
は
、
他
に
直
接
的
な
婚
姻
関
連
記

事
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
南
北
朝
期
ま
で
収
集
の
範
囲
を
広
げ
る
と
、
摂
関
家
男
子
の
婚
礼
当
日

の
様
子
を
示
す
次
の
よ
う
な
史
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
マ
マ
）

園
太
記

貞
和
二
年
四
月
十
ふ
ハ
R
［
甲
子
天
晴
、
、
一

諾
今
呆
奮
通
近
衛
鑛
　
妻
之
亥
刻
薄
婁
肇
田
畑
h
交
羅
物
合
差
配
魏
譲
、
生
藩
織
物
二
小
自
画
繊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
山
院
）

騨
職
白
袴
、
上
薦
、
一
差
髄
妥
葦
後
暴
挙
累
算
北
面
車
馨
レ
之
、
左
中
将
里
村
朝
臣
・
帯
寄
・
之
、
侍
三
人
、
額
筆
耕
譲
戴
勝
翫

壌
番
頭
＋
三
へ
牛
飼
三
へ
諜
譲
翫
水
干
出
車
殿
上
人
車
舷
麟
鑛
蘇
調
諜
難
等
斐
件
車
果
所
送
乏
、

其
外
車
一
両
、
召
・
守
賢
朝
票
車
母
代
尼
上
行
向
也
、
後
聞
、
式
御
膳
、
其
後
台
所
御
膳
等
供
レ
之
云
々
、
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こ
れ
は
、
明
応
六
年
（
～
四
九
七
）
の
近
衛
尚
通
と
藤
原
維
子
（
徳
大
寺
実
義
女
）
と
の
婚
姻
の
際
、
徳
大
寺
家
か
ら
近
衛
家
に
先
例
を
提
示

す
る
た
め
写
し
送
ら
れ
て
き
た
『
園
太
暦
隔
（
馬
主
は
洞
院
公
賢
）
の
一
節
で
、
貞
和
二
年
（
～
三
四
六
）
の
近
衛
道
書
と
洞
院
実
盤
女
（
公
賢
孫

女
）
の
婚
礼
の
日
の
記
録
で
あ
る
。
傍
線
部
よ
り
、
近
衛
家
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
車
に
乗
っ
て
、
実
世
女
が
上
脇
女
房
と
と
も
に
洞
院
家
を
出
た

こ
と
が
分
か
る
。
嘉
禎
三
年
の
近
衛
理
経
と
仁
子
の
結
婚
の
際
に
は
、
迎
え
の
車
を
出
す
の
は
良
く
な
い
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
聖
経
側
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

迎
え
を
差
し
向
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
貞
和
二
年
に
は
新
郎
側
か
ら
車
を
出
し
て
新
婦
を
迎
え
る
こ
と
も
特
に
忌
避
し
な
く
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
右
に
見
た
よ
う
な
南
北
朝
期
の
婚
姻
儀
礼
は
鎌
倉
後
期
を
経
て
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
な
鎌
倉
後
期
に
お

け
る
皇
女
降
嫁
の
事
例
な
ど
も
ふ
ま
え
る
と
、
嘉
禎
三
年
の
例
以
降
、
摂
関
家
に
お
い
て
も
嫁
取
婚
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
嫁
迎
え
の

手
順
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
2
．
「
家
」
と
北
政
所

　
婿
取
婚
の
時
代
の
婚
姻
に
お
い
て
は
、
妻
は
自
分
の
実
父
の
「
家
」
か
ら
完
全
に
は
切
り
離
さ
れ
な
い
ま
ま
、
摂
関
家
男
子
と
夫
婦
と
し
て



北政所考（金井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
関
係
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
そ
の
婚
姻
か
ら
一
定
期
間
を
経
る
と
妻
は
公
方
が
提
供
す
る
邸
宅
に
移
る
。
そ
し
て
夫
が
摂
関
に
就
任
す
る
ま

で
そ
の
安
定
し
た
夫
婦
関
係
が
継
続
す
れ
ば
、
妻
は
北
政
所
と
称
せ
ら
れ
て
、
前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
祖
先
祭
祀
や
節
供
な
ど
の
儀
式
に

お
い
て
夫
と
並
ん
で
拝
礼
を
受
け
る
存
在
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
一
対
の
存
在
と
し
て
公
家
社
会
に
認
知
さ
れ
る
ま
で
の
問
に
、
夫
は

別
の
女
性
の
「
家
」
に
も
婿
取
ら
れ
て
そ
ち
ら
の
邸
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
り
、
最
初
に
結
婚
し
た
妻
と
は
事
実
上
の
離
婚
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
嫁
取
婚
は
、
結
婚
当
初
の
時
点
で
妻
は
摂
関
家
の
邸
宅
に
迎
え
ら
れ
て
、
そ
こ
で
一
対
の
夫
婦
と
し
て
の
生
活
を
開
始
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
中
期
を
境
と
す
る
婚
姻
形
態
の
転
換
に
よ
っ
て
、
妻
が
夫
の
「
家
」
た
る
摂
関
家
に
包
摂
さ
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
変
化
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
北
政
所
に
選
ば
れ
る
の
が
ど
の
妻
な
の
か
と
い
う
点
と
関
係
し
て
く
る
。

　
藤
原
忠
実
の
婚
姻
を
例
に
取
る
と
、
彼
の
最
初
の
妻
の
源
鼠
子
（
源
俊
房
女
）
は
、
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
、
申
宮
篤
子
内
親
王
の
大
内
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

啓
の
勧
賞
と
し
て
正
五
言
下
に
叙
さ
れ
て
お
り
、
当
時
は
忠
実
の
正
妻
と
し
て
公
家
読
会
に
も
認
知
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
勢

子
と
の
関
係
が
ま
だ
続
い
て
い
た
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
、
忠
実
は
、
源
師
子
（
源
顕
守
内
）
と
の
問
に
女
子
（
勲
子
、
の
ち
の
高
陽
院
）
を
儲
け

⑮た
。
こ
の
師
子
は
、
白
河
上
皇
の
皇
子
覚
法
法
親
王
を
産
ん
だ
女
性
で
あ
り
、
忠
実
は
祖
母
の
源
麗
子
を
通
し
て
師
子
を
自
至
論
か
ら
譲
り
受

　
　
　
　
　
⑯

け
た
の
で
あ
る
。
忠
実
が
父
藤
原
師
通
の
死
に
よ
り
内
覧
と
な
る
の
は
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
の
こ
と
で
、
康
和
四
年
（
＝
〇
二
）
に
は
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

子
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
天
仁
元
年
（
＝
○
八
）
に
師
子
が
正
三
位
に
叙
さ
れ
た
際
に
は
彼
女
は
「
北
政
所
」
と
呼
ば
れ
て
い

⑱る
。
実
は
師
通
も
、
最
初
に
結
婚
し
た
妻
と
の
関
係
は
や
が
て
途
絶
え
、
新
し
い
妻
の
ほ
う
が
師
通
の
北
政
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

経
緯
に
つ
い
て
は
既
に
服
藤
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
こ
れ
ら
師
逓
・
忠
実
の
婚
姻
が
示
す
よ
う
に
、
摂
関
家
男
子
が
実
際
に
摂
関
に
就
任
す
る

ま
で
に
、
そ
の
摂
関
家
男
子
と
妻
の
関
係
が
自
然
消
滅
し
て
い
た
り
、
同
時
並
行
で
妻
が
二
人
存
在
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
が
、
婿

取
婚
の
時
代
の
実
態
で
あ
っ
た
。

　
無
論
、
死
別
や
離
婚
に
よ
っ
て
摂
関
家
男
子
が
生
涯
に
二
人
の
正
妻
を
迎
え
る
こ
と
は
、
嫁
取
婚
で
も
あ
り
得
る
の
で
、
「
家
」
妻
が
そ
の

ま
ま
北
政
所
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
は
、
嫁
取
婚
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
嫁
取
婚
で
は
、
婚
姻
儀
礼
の
そ
の
日
か
ら
妻
の
生
活
の
場
は
、
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実
父
の
「
家
」
を
離
れ
て
摂
関
家
に
移
る
の
で
あ
り
、
自
然
消
滅
に
よ
る
離
婚
は
難
し
く
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
婿
取
婚
に
お
い
て
は
夫
が
昇

進
を
重
ね
て
摂
関
の
地
位
へ
と
近
づ
い
て
い
く
期
間
が
、
妻
に
と
っ
て
も
摂
関
家
の
「
家
」
妻
と
し
て
安
定
し
て
い
く
期
間
で
あ
る
の
に
対
し
、

嫁
取
婚
で
は
結
婚
の
時
点
で
妻
は
摂
関
家
の
「
家
」
妻
と
し
て
あ
る
程
度
安
定
し
、
そ
れ
を
夫
の
摂
関
就
任
時
ま
で
に
維
持
も
し
く
は
強
化
で

き
れ
ば
、
そ
の
妻
が
北
政
所
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

　
平
安
中
期
か
ら
鎌
倉
中
期
の
半
ば
ま
で
は
、
摂
関
の
妻
が
勧
賞
を
理
由
と
し
て
位
階
を
獲
得
し
て
い
た
の
が
、
鎌
倉
中
期
よ
り
、
摂
関
の
妻

で
あ
る
と
い
う
事
由
を
以
て
従
三
位
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
第
一
章
で
述
べ
た
。
こ
れ
も
、
摂
関
予
定
者
の
妻
が
結
婚
の
時
点
か

ら
夫
側
の
邸
宅
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
、
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
婿
取
形
式
で
行
わ
れ
た
婚
姻
関
係
に
お
い
て
は
、
摂
関

の
妻
は
婚
姻
の
段
階
か
ら
摂
関
家
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
天
皇
と
太
政
官
の
側
は
、
勧
賞
の
機
会
毎
に
そ
の
時
点
で
の
摂

関
家
男
子
の
妻
を
特
定
し
て
、
摂
関
家
関
係
者
の
一
人
と
し
て
位
階
を
与
え
て
い
た
。
一
方
、
嫁
取
形
式
の
婚
姻
形
態
の
下
で
は
、
摂
関
の
妻

と
し
て
位
階
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
女
性
が
誰
か
は
、
勧
賞
の
機
を
待
つ
ま
で
も
な
く
そ
の
婚
姻
の
段
階
か
ら
明
確
で
あ
り
、
且
つ
死
去
も

し
く
は
離
別
に
よ
っ
て
摂
関
家
の
邸
宅
を
去
る
こ
と
が
な
い
限
り
彼
女
が
北
政
所
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
こ
う
し
た
摂
関
の
妻
の
早
期
確

定
と
そ
の
座
の
安
定
に
よ
り
、
北
政
所
と
三
位
の
位
階
の
一
体
化
も
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
摂
関
家
男
子
の
婚
姻
に
見
ら
れ
る
変
化
と
し
て
、
も
う
一
点
注
目
さ
れ
る
の
は
、
皇
女
の
摂
関
家
へ
の
降
嫁
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と

で
あ
る
。
摂
関
の
妻
と
し
て
北
政
所
と
呼
ば
れ
た
初
妻
と
さ
れ
る
隆
姫
（
藤
原
頼
通
の
妻
）
は
村
上
天
皇
の
孫
（
具
宗
親
王
女
）
で
あ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

頼
通
の
弟
の
藤
原
教
通
も
醍
子
内
親
王
（
三
条
天
皇
皇
女
）
と
結
婚
し
て
い
る
が
、
平
安
後
期
以
降
は
摂
関
家
男
子
へ
の
皇
女
降
嫁
は
例
を
み

な
か
っ
た
。
こ
れ
が
復
活
し
た
の
が
鎌
倉
後
期
で
あ
り
、
亀
山
上
皇
皇
女
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
近
衛
家
基
と
九
条
師
教
の
妻
に
な
り
、
ま
た
後
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

醐
天
皇
皇
女
一
人
が
近
衛
基
嗣
と
結
婚
し
て
い
る
。
こ
の
三
例
の
降
嫁
の
う
ち
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
近
衛
家
基
に
嫁
し
た
亀
山
上
皇
皇

女
（
の
ち
の
法
名
か
ら
、
以
下
「
遍
照
覚
」
と
記
す
）
の
婚
儀
当
日
の
様
子
が
、
次
の
通
り
判
明
す
る
。
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抑
A
亙
懸
黙
思
紅
瀦
墜
女
舞
鰍
．
暴
与
論
二
品
禽
宿
努
・
婁
｝
合
巻
頗
希
代
之
留
上
皇
密
壷
幸
二
・
㎜
簑
御
出
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
良
房
）

事
有
二
叡
覧
皿
云
々
、
御
車
自
二
内
府
一
被
レ
進
レ
之
、
侍
二
人
・
殿
上
人
一
人
云
々
、
密
々
儀
云
々
、
忠
仁
公
之
嘉
例
云
々
、
頗
髪
髭
鰍
、
今
度
時
宜
定
有
二
子

　
⑫

細
｝
歎
、

北政所考（金井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
尊
王
は
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
頃
ま
で
に
鷹
司
兼
平
女
と
結
婚
し
た
。
同
じ
摂
関
家
の
家
格
内
で
の
婚
姻
で
あ
り
、
兼
平
女
は
正
式
な

嫁
取
儀
礼
を
以
て
家
基
の
と
こ
ろ
に
迎
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
家
基
と
兼
平
女
の
聞
に
は
同
五
年
（
＝
一
八
二
）
に
は
近
衛
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

平
が
誕
生
し
、
兼
平
女
の
「
家
」
妻
と
し
て
の
立
場
は
安
定
し
て
い
た
は
ず
の
と
き
に
、
遍
照
覚
が
家
事
に
嫁
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
婚
儀
は
急
に
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、
亀
山
上
皇
が
密
か
に
按
擦
二
品
（
亀
山
上
皇
の
乳
母
で
、
遍
照
覚
と
も
う
一
入
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

皇
女
を
養
育
さ
せ
て
い
た
）
の
邸
に
赴
い
て
遍
照
覚
の
近
衛
家
へ
の
出
立
を
見
送
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
家
基
の
ほ
う
か
ら
遍
照
覚
を
迎
え
る
車

が
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
前
に
亀
山
院
と
家
事
の
問
で
合
意
し
た
上
で
の
嫁
入
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
後
家
基
は

正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
初
め
て
関
白
に
就
任
す
る
。
『
増
頁
』
は
兼
平
女
・
遍
照
覚
の
両
方
を
「
北
政
所
」
と
記
す
が
、
一
次
史
料
で
も
「
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
所
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
遍
照
覚
の
ほ
う
で
あ
る
。

　
鎌
倉
後
期
を
通
じ
て
、
持
明
院
統
に
も
大
覚
寺
田
に
も
数
多
く
の
皇
子
・
皇
女
た
ち
が
出
生
し
た
。
皇
女
に
与
え
ら
れ
た
身
位
と
し
て
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
女
院
号
で
、
当
該
期
に
も
皇
女
の
女
院
は
増
加
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
の
皇
女
が
女
院
号
を
得
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
を
概
観
す
る
と
理
解
で
き
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
る
と
、
亀
山
上
皇
が
皇
女

を
摂
関
家
へ
降
嫁
さ
せ
た
背
景
に
は
、
皇
位
を
め
ぐ
り
持
明
院
統
と
の
対
立
が
続
く
中
で
摂
関
家
を
味
方
に
取
り
込
も
う
と
す
る
意
図
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
が
、
皇
女
た
ち
の
成
人
後
の
処
遇
に
つ
き
選
択
肢
を
増
や
す
と
い
う
ね
ら
い
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、

や
が
て
摂
関
の
妻
と
し
て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
北
政
所
と
い
う
立
場
が
、
皇
女
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

の
ふ
さ
わ
し
さ
と
は
、
家
格
の
高
い
摂
関
家
の
妻
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
身
の
家
政
機
関
を
有
す
る
准
権
門
的
性
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格
に
加
え
、
嫁
取
婚
の
定
着
に
よ
り
「
家
」
妻
と
し
て
の
安
定
性
も
備
わ
っ
た
こ
と
で
、
鎌
倉
後
期
に
北
政
所
は
皇
女
の
占
め
る
身
位
の
一
つ

と
し
て
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
北
政
所
と
い
う
地
位
は
、
「
家
」
が
成
立
し
た
十
…
世
紀
末
以
降
も
、
ま
だ
確
立
の
途
上
に
あ
っ
た
。
鎌
倉
中
期
に
お
け
る

摂
関
家
男
子
の
婚
姻
形
態
の
変
化
は
、
摂
関
家
に
お
け
る
「
家
」
妻
と
し
て
の
北
政
所
の
立
場
を
強
化
し
た
。
ま
た
、
同
じ
頃
の
公
家
社
会
に

お
い
て
、
北
政
所
は
そ
の
座
に
あ
る
だ
け
で
従
三
位
が
付
与
さ
れ
る
高
貴
な
存
在
と
な
る
。
摂
関
家
の
内
・
外
両
方
面
と
の
関
係
に
お
い
て
、

平
安
期
以
降
も
北
政
所
は
変
化
と
発
展
を
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
3
．
室
町
期
の
北
政
所

　
と
こ
ろ
で
、
「
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
後
藤
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
南
北
朝
時
代
中
ご
ろ
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
摂
関
家
で
は
、
妻
は

家
女
房
（
出
自
な
ど
が
正
妻
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
に
仕
女
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
妻
）
の
場
合
が
多
く
、
嫁
取
儀
式
を
挙
げ
た
正
妻
が
再
び
お

か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
戦
国
時
代
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
説
明
に
基
づ
け
ば
、
室
町
期
は
摂
関
家
に
正
妻
が
お
か
れ
な
い
時
代
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
北
政
所
と
い
う
地
位
に
と
っ
て
は
、
当
該
期
は
ど
の
よ
う
な
時
期
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
室
町
期
に
お
け
る
摂
関
の
北
政
所
に
対
す
る
認
識
が
う
か
が
え
る
史
料
と
し
て
、
「
二
判
問
答
」
が
あ
る
。
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
成
立
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

本
書
は
、
有
職
に
関
す
る
二
階
堂
政
行
の
質
問
に
、
摂
関
経
験
者
で
あ
る
一
条
兼
良
が
答
え
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
次
に
引
用
す
る

の
は
、
北
政
所
に
関
す
る
二
つ
の
質
問
と
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
回
答
で
あ
る
。
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（
一
条
兼
良
）

一
後
成
恩
寺
殿
下
記
日
、
御
当
職
之
時
、
被
二
迎
申
一
候
、
必
北
政
所
ト
申
驚
歎
、
御
職
已
後
者
、

宣
下
ナ
ド
候
欺
、

　
錐
二
当
職
以
前
↓
有
二
婚
姻
之
礼
一
者
、
可
レ
稠
二
北
政
所
一
騎
、
延
久
・
元
永
等
例
如
レ
然
候
、

　
節
供
一
候
、
不
レ
及
一
【
宣
下
沙
汰
｝
候
也
、

不
レ
申
継
欺
、
承
度
候
、

近
代
大
略
摂
錬
之
後
、
始
儀
式
在
レ
之
、
補
一
一
家
司
　
供
二



一
大
中
納
言
女
ヲ
モ
北
政
所
申
候
鰍
、
必
非
二
大
臣
女
一
者
不
レ
可
レ
申
候
歎
、

　
　
（
近
衡
基
実
）
　
（
九
条
良
経
）

　
六
条
摂
政
、
後
京
極
摂
政
等
例
如
レ
然
歎
、
於
レ
膚
二
婚
姻
之
礼
一
者
、
不
レ
背
一
一
道
理
一
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
所
【
欺
、
不
レ
可
レ
然
者
乎
、

近
代
不
レ
及
二
婚
礼
沙
汰
↓
以
二
大
中
納
書
女
一
丁
レ
稠
二
北
政

北政所考（金井）

　
こ
こ
か
ら
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
婚
姻
儀
礼
が
行
わ
れ
た
上
で
妻
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
そ
の
女
性
を
北
政
所
と
認
め
る
た
め
の

重
要
な
判
断
基
準
で
あ
る
と
、
兼
良
が
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
摂
関
就
任
前
で
あ
っ
て
も
婚
姻
儀
礼
を
経
て
結
婚
し
た
妻
な
ら
北
政
所

と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
久
・
元
永
の
頃
の
例
は
そ
う
で
あ
る
。
近
ご
ろ
で
は
だ
い
た
い
夫
が
摂
関
に
就
任
し
て
か
ら
『
始
め
の
儀
式
』

（
政
所
始
か
）
が
あ
っ
て
、
家
司
を
補
し
節
供
を
供
す
る
」
と
、
第
　
の
質
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
温
良
は
述
べ
る
。
実
際
に
は
、
平
安
後

期
に
は
前
述
の
藤
原
忠
実
の
妻
耳
翼
子
の
よ
う
に
、
婿
取
婚
の
婚
姻
儀
礼
を
経
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
に
北
政
所
と
は
称
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
正

妻
の
立
場
を
事
実
上
失
っ
た
事
例
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
兼
良
は
、
嫁
取
婚
に
よ
っ
て
迎
え
ら
れ
た
妻
が
原
則
と
し
て
北
政
所
と
な
る
鎌
倉

中
期
以
降
の
状
況
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
を
婿
取
婚
だ
っ
た
時
代
の
源
麗
子
（
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
に
家
司
補
任
）
や
藤
原
宗
子
（
元
永
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
＝
二
〇
）
に
家
司
補
任
）
に
も
遡
ら
せ
て
当
て
は
め
、
平
安
後
期
に
も
婚
儀
を
挙
げ
て
い
れ
ば
北
政
所
と
称
し
得
た
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

　
室
町
期
の
摂
関
家
男
子
の
婚
姻
に
関
す
る
史
料
は
確
か
に
少
な
い
が
、
北
政
所
の
存
在
は
室
町
期
の
史
料
上
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
確
認
で
き

⑳る
。
当
該
期
が
北
政
所
の
完
全
な
る
空
白
期
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
と
、
コ
一
判
問
答
」
に
み
え
る
前
述
の
よ
う
な
兼
良
の
回
答
を
考
え

合
わ
せ
る
と
、
嫁
取
儀
礼
に
よ
っ
て
摂
関
家
に
迎
え
ら
れ
た
妻
が
夫
の
摂
関
就
任
に
伴
い
北
政
所
に
な
る
と
い
う
原
則
は
、
室
町
期
に
も
生
き

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
三
聖
に
右
の
「
二
判
問
答
」
か
ら
は
、
そ
の
原
則
で
は
処
理
で
き
な
い
新
た
な
事
態
も
摂
関
家
に
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
野
良
は
、
「
然
る
べ
か
ら
ざ
る
」
こ
と
と
し
て
、
婚
姻
儀
礼
を
挙
げ
ず
に
妻
に
な
っ
た
大
納
言
・
中
落
雷
の
娘
が
北
政
所
と
称
せ
ら
れ

る
当
時
の
風
潮
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
室
町
期
の
摂
関
家
男
子
の
な
か
に
大
納
書
や
中
納
言
の
娘
を
第
一
の
妻
と
す
る
者
が
出
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て
き
て
お
り
、
且
つ
大
納
言
・
中
百
雷
の
娘
を
妻
と
す
る
に
あ
た
っ
て
は
正
式
な
嫁
取
儀
礼
を
必
ず
し
も
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
大
中
納
言
女
」
を
北
政
所
相
当
と
す
る
見
方
も
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
難
癖
自
身
が
、
華
中
納
言
中
御
門
宣
俊
の
女
（
東
御
方
、
小
林
寺
殿
）
を
事
実
上
の
妻
と
し
て
長
年
連
れ
添
い
、
老
年
に
至
っ
て
か
ら
は
晶
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

房
を
含
む
三
人
の
女
性
と
の
間
に
も
子
を
も
う
け
た
人
物
で
あ
っ
た
。
海
老
澤
美
基
氏
に
よ
れ
ば
、
宣
俊
女
は
「
家
」
の
妻
と
し
て
の
役
割

（
金
銭
の
出
納
や
法
事
・
仏
事
の
沙
汰
な
ど
）
を
務
め
て
い
た
が
、
の
ち
に
は
正
三
位
町
顕
郷
の
女
（
南
御
方
）
が
「
家
」
の
妻
の
座
を
受
け
難
い

⑳だ
。
室
町
期
に
は
、
大
納
言
・
中
納
言
の
娘
の
み
な
ら
ず
非
参
議
の
公
卿
の
娘
も
「
家
」
妻
た
り
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
皇
女
や
摂
関

家
・
清
華
家
の
娘
な
ど
を
嫁
取
儀
礼
に
よ
っ
て
正
式
に
迎
え
北
政
所
と
し
て
き
た
過
去
の
実
績
に
照
ら
す
と
、
嫁
取
儀
礼
を
経
ず
実
質
的
に

「
家
」
妻
と
な
っ
て
い
る
「
大
中
納
髪
E
以
下
の
公
卿
の
娘
は
、
階
層
的
に
も
婚
姻
手
続
き
上
も
、
従
来
の
北
政
所
と
は
大
き
く
異
な
る
妻
で

あ
る
。
そ
う
し
た
新
し
い
「
家
」
妻
は
、
正
式
な
嫁
取
儀
礼
を
経
て
結
婚
し
た
の
で
な
い
限
り
北
政
所
に
含
め
な
い
と
い
う
の
が
兼
良
の
見
解

で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
北
政
所
と
呼
ぶ
人
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
二
番
目
の
質
問
に
対
す
る
兼
良
の
回
答
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
う
し

た
兼
良
の
時
代
の
葛
藤
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
北
政
所
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
で

も
あ
っ
た
。

　
室
町
期
に
は
、
天
皇
・
上
皇
お
よ
び
上
級
貴
族
（
摂
関
家
、
清
華
家
な
ど
）
に
充
分
な
財
力
が
な
い
こ
と
か
ら
皇
后
・
中
宮
は
立
て
ら
れ
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
り
、
ま
た
同
じ
く
経
済
的
事
情
か
ら
、
未
婚
の
皇
女
も
女
院
と
は
な
ら
ず
比
丘
尼
御
所
に
入
る
よ
う
に
な
る
。
南
北
朝
合
一
か
ら
応
仁
・
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

明
の
乱
勃
発
ま
で
の
問
（
一
三
九
二
～
一
四
六
七
）
に
女
院
号
宣
下
を
受
け
た
の
は
四
人
置
あ
り
、
北
山
院
（
藤
原
康
子
、
足
利
義
満
の
妻
）
を
除

け
ば
す
べ
て
天
皇
の
生
母
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
権
門
が
縮
小
さ
れ
て
い
く
時
代
に
お
い
て
、
后
妃
と
同
じ
く
皇
女
や
上
級
貴
族
の
娘
た

ち
の
な
か
か
ら
輩
出
さ
れ
て
い
た
北
政
所
に
も
、
そ
の
父
や
夫
の
経
済
状
況
、
具
体
的
に
は
所
有
荘
園
減
少
の
影
響
が
及
ん
だ
こ
と
は
想
像
に

　
　
　
⑰

難
く
な
い
。
つ
ま
り
、
北
政
所
も
か
つ
て
の
女
院
の
よ
う
に
所
領
群
を
有
し
て
存
立
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
中
で
、
北
政
所
の
本
質
を

「
家
」
妻
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
に
限
定
す
る
か
ど
う
か
で
、
摂
関
自
身
の
判
断
も
揺
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
言
え

140 （140）



ば
、
そ
う
し
た
摂
関
家
に
お
け
る
北
政
所
の
定
義
の
見
直
し
は
、
北
政
所
に
位
階
を
与
え
て
き
た
天
皇
側
に
も
、
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
南
北
朝
期
に
は
「
内
裏
よ
り
内
々
の
せ
ん
じ
あ
り
」
と
さ
れ
て
い
た
北
政
所
の
地
位
（
第
一
章
参
照
）
に
つ
い
て
、
前
掲
の

「
二
判
問
答
し
で
は
「
不
及
宣
下
沙
汰
候
也
」
と
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
そ
れ
が
窺
わ
れ
る
。

　
本
章
で
は
、
摂
関
家
に
お
け
る
婚
姻
形
態
の
変
化
が
北
政
所
の
概
念
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
室
町
期
の
北
政
所
に
つ

い
て
も
検
討
し
た
。
嫁
取
婚
へ
の
移
行
に
よ
り
、
北
政
所
の
座
に
は
正
式
な
婚
姻
儀
礼
に
よ
り
迎
え
た
妻
が
そ
の
ま
ま
就
く
可
能
性
が
高
ま
り
、

そ
れ
が
従
三
位
と
北
政
所
と
の
直
接
的
対
応
関
係
の
成
立
や
、
「
北
政
所
と
は
婚
姻
の
儀
礼
が
あ
っ
た
妻
で
あ
る
」
と
の
認
識
に
つ
な
が
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
室
町
期
の
摂
関
家
で
は
、
北
政
所
は
存
在
し
続
け
る
一
方
で
、
そ
の
定
義
に
は
さ
ら
な
る
変
化
も
生
じ
て
い
た
。
当
該
期
の

摂
関
家
に
は
正
式
な
婚
姻
儀
礼
を
経
ず
事
実
上
「
家
」
の
妻
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
女
性
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
彼
女
た
ち
の
存
在
を
前
に

し
て
、
摂
関
家
も
朝
廷
の
側
も
、
平
安
時
代
以
来
培
わ
れ
て
き
た
北
政
所
の
概
念
に
改
め
て
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
後
藤
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
戦
国
時
代
に
は
摂
関
家
の
正
妻
は
、
摂
関
家
か
ら
清
華
家
、
大
臣
家
、
羽
林
家
の
各
家
格
か
ら
輩
出
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
武
家
の
女
が
清
華
家
や
羽
林
家
の
猶
子
と
な
っ
て
摂
関
家
正
妻
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
近
世
に
な
る
と
、
皇
女

が
摂
関
家
に
降
嫁
す
る
例
も
復
活
す
る
。
こ
う
し
た
戦
国
期
以
降
に
お
け
る
摂
関
の
妻
た
ち
に
と
っ
て
は
、
北
政
所
の
称
号
は
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
を
公
家
社
会
が
ど
の
よ
う
に
成
し
遂
げ
た
か
に
つ
い
て
も
検
討

し
た
上
で
、
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

北政所考（金井）

①
　
服
藤
早
苗
門
平
安
時
代
の
氏
－
家
と
女
性
1
」
（
同
町
家
成
立
史
の
研
究
㎞
、
校

　
倉
書
房
、
～
九
九
一
年
）
。

②
高
群
逸
枝
叫
招
婿
婚
の
研
究
励
（
『
高
群
逸
枝
全
集
㎞
二
・
三
巻
、
本
稿
「
は
じ

　
め
に
」
注
①
参
照
。
初
出
は
一
九
五
三
年
）
、
同
『
平
安
鎌
倉
室
町
家
族
の
研
究
瞬

　
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
）
。

③
本
稿
「
は
じ
め
に
」
注
②
古
墨
脇
田
論
文
。

④
辻
垣
晃
一
「
嫁
取
婚
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
公
家
の
場
合
一
」
（
『
比
較
家
族

　
史
研
究
㎞
一
五
号
、
二
〇
〇
｝
年
）
。

⑤
四
玉
葉
』
建
久
二
年
六
月
二
日
・
同
月
七
日
・
同
月
二
十
五
日
条
。

⑥
　
総
合
女
性
史
研
究
本
編
㎎
史
料
に
み
る
日
本
女
性
の
あ
ゆ
み
袖
（
吉
川
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
に
も
、
婚
姻
形
態
の
変
化
を
示
す
史
料
と
し
て
、
本
章
注
⑤
に
挙

　
げ
た
『
玉
葉
』
の
記
事
（
六
月
二
日
・
七
日
条
）
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
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⑦
『
玉
露
臨
嘉
禎
三
年
正
月
十
四
日
条
。
こ
の
な
か
に
引
幣
さ
れ
て
い
る
『
高
嗣

　
記
』
（
『
葉
費
記
』
）
同
日
条
も
参
照
の
こ
と
。

⑧
本
章
注
⑦
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
兼
経
と
同
居
し
て
い
た
父
の
近
衛
家
蔵
が
婚
儀

　
に
先
立
ち
別
の
邸
に
移
り
、
そ
れ
に
よ
り
空
い
た
家
屋
に
婚
姻
当
日
仁
子
が
入
っ

　
て
居
所
と
し
た
上
で
、
そ
こ
に
婿
で
あ
る
兼
経
を
迎
え
て
い
る
。

⑨
本
章
注
④
所
掲
辻
垣
論
文
。

⑳
『
深
心
院
関
白
記
㎞
建
長
八
年
正
月
十
四
日
条
。

⑪
『
後
法
興
院
記
駈
明
応
六
年
七
月
二
十
六
目
条
。

⑫
本
章
注
⑦
の
史
料
で
は
、
迎
え
の
車
を
差
し
向
け
た
不
快
な
例
が
あ
る
年
代
と

　
し
て
、
平
治
、
永
万
、
承
安
、
建
仁
の
各
年
号
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に

　
は
、
近
衛
基
実
と
藤
原
信
頼
妹
の
婚
姻
（
平
治
元
年
（
二
五
九
）
）
、
近
衛
基
実

　
と
平
盛
子
の
婚
姻
（
永
万
元
年
（
一
～
六
五
〉
の
前
年
長
寛
工
年
（
一
一
六
四
）
）
、

　
松
殿
基
房
と
花
山
院
忠
雅
女
の
婚
姻
（
承
安
元
年
（
一
一
七
～
）
）
、
九
条
良
輔
と

　
坊
門
信
清
女
と
の
婚
姻
（
建
仁
二
年
（
一
二
〇
一
）
）
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
と
見
ら

　
れ
て
い
る
。
各
婚
姻
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
服
藤
早
葱
「
平
安
時
代
の
天
皇
・
貴

　
族
の
婚
姻
儀
礼
扁
（
『
豊
本
歴
史
幽
七
三
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

⑬
高
橋
秀
樹
噸
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
ニ
○
申
世
の
家
と
性
』
（
山
川
出
版
社
、

　
二
〇
〇
四
年
）
。

⑭
　
『
後
発
恩
師
通
記
甑
寛
治
七
年
三
月
二
十
二
日
条
、
『
中
右
記
』
同
日
条
。

⑮
元
木
泰
雄
『
藤
原
患
実
』
（
第
二
章
注
⑥
所
掲
著
書
）
所
載
の
略
年
譜
に
よ
れ

　
ば
、
慕
保
二
年
に
忠
実
は
、
瞳
子
と
の
聞
に
男
子
を
、
師
子
と
の
間
に
勲
子
を
、

　
そ
れ
ぞ
れ
儲
け
て
い
る
。
任
子
は
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
に
も
女
子
を
出
塵
し

　
た
。

⑯
『
今
鏡
馳
巻
五
「
ふ
ち
な
み
の
中
」
。
な
お
、
師
子
の
生
涯
を
跡
付
け
た
論
文
と

　
し
て
、
横
山
誠
門
忍
苦
政
所
考
」
（
『
仏
教
史
研
究
』
三
二
号
、
一
九
九
五
年
）
を

　
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
論
文
に
お
い
て
横
山
氏
は
、
特
に
師
子
の
出
家
と
そ

　
の
後
の
行
動
に
注
目
し
、
「
家
」
尼
の
役
割
と
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

⑰
　
『
中
右
記
㎏
康
和
四
年
九
月
二
十
五
日
灸
（
本
稿
第
　
聖
徳
⑱
参
照
）
。

⑱
噸
中
右
記
㎞
天
仁
元
年
十
二
月
二
十
日
条
。

⑲
藤
原
師
通
と
藤
原
全
子
（
藤
原
俊
家
並
）
の
夫
婦
関
係
は
、
師
通
が
ま
だ
内
大

　
臣
の
う
ち
に
途
絶
え
、
そ
の
後
関
白
に
就
任
し
た
師
通
の
北
政
所
と
な
っ
た
の
は

　
藤
原
信
子
（
藤
原
経
輔
女
、
藤
原
信
長
養
女
）
だ
っ
た
。
但
し
、
師
通
の
死
後
は
、

　
忠
実
の
生
母
と
し
て
全
子
が
摂
関
家
親
族
に
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

　
、
つ
。

⑳
魍
本
朝
皇
胤
紹
運
録
睡
。

⑳
欄
本
朝
皇
胤
時
運
録
㎞
。
但
し
、
後
醍
醐
天
皇
皇
女
に
は
「
離
別
」
と
の
記
載
が

　
あ
る
。

⑫
　
『
勘
仲
衆
』
弘
安
七
年
八
月
十
四
日
条
。

⑬
　
『
勘
二
二
㎞
弘
安
元
年
五
月
九
日
条
に
見
え
る
「
内
大
臣
殿
女
房
御
方
偏
が
兼

　
善
女
と
み
ら
れ
る
。

⑭
　
『
増
鏡
』
第
十
心
落
の
な
み
」
に
は
、
遍
照
覚
の
降
嫁
に
よ
り
家
基
は
兼
平
女

　
を
う
と
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
降
嫁
の
時
点
で
兼
平
女

　
が
す
で
に
死
去
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

㊧
　
『
増
田
㎞
第
十
「
老
の
な
み
」
。

⑯
　
『
愚
管
記
畑
貞
治
五
年
正
月
二
十
一
日
条
で
は
、
元
徳
元
年
（
一
三
二
九
）
に

　
没
し
た
遍
照
覚
（
『
増
鏡
』
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」
）
の
こ
と
を
「
宮
北
政
所
扁
と

　
称
し
て
い
る
。

⑳
　
伴
瀬
明
美
「
中
世
前
期
－
天
皇
家
の
光
と
陰
1
」
（
服
藤
早
苗
編
著
噸
歴
史
の

　
な
か
の
皇
女
た
ち
蝕
、
小
学
館
、
一
一
〇
〇
二
年
中
に
よ
れ
ば
、
両
統
迭
立
期
に
は
、

　
皇
女
が
准
母
立
后
を
経
ず
直
に
院
号
宣
下
を
受
け
て
女
院
と
な
る
事
例
が
多
く
な

　
る
。
直
伝
氏
は
こ
こ
に
、
女
院
号
の
乱
発
傾
向
を
見
て
い
る
。

⑳
　
永
島
福
太
郎
豊
二
三
良
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）
。

⑳
魍
群
害
類
従
㎞
第
二
十
七
輯
。

⑳
㎎
台
記
別
記
㎞
久
安
四
年
八
月
十
四
日
条
。
第
詞
章
本
文
に
引
用
し
た
部
分
に
、
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麗
子
と
宗
子
の
家
司
補
任
等
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

⑪
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
し
て
い
る
室
町
期
の
北
政
所
は
、
次
の
二
例
で
あ
る
。

　
　
①
近
衛
忠
嗣
の
妻
（
『
満
済
生
后
日
記
㎏
応
永
二
十
九
年
閏
十
月
二
十
七
日
条
）

　
　
②
二
条
持
基
の
妻
（
『
看
聞
目
記
㎞
永
享
六
年
二
月
七
日
条
）

⑳
　
注
⑱
所
掲
永
島
著
晋
に
よ
れ
ば
、
兼
良
と
中
御
門
宣
俊
女
と
の
聞
に
は
、
応
永

　
三
十
年
（
一
四
二
三
）
、
兼
良
二
十
二
歳
・
宣
俊
女
十
九
歳
の
と
き
に
、
長
男
の

　
一
条
教
房
が
誕
生
し
て
い
る
。
宣
俊
女
は
、
教
士
を
含
む
子
女
十
五
入
の
母
と
な

　
り
、
応
仁
二
年
（
～
四
六
八
）
に
兼
良
に
従
っ
て
奈
良
に
疎
開
し
た
が
、
そ
の
後

　
奈
良
を
離
れ
美
濃
に
下
向
し
た
と
い
う
。
彼
女
の
他
に
兼
良
と
の
間
に
子
女
を
も

　
う
け
た
の
は
、
家
女
房
と
源
康
俊
女
、
町
顕
山
女
の
三
人
で
あ
る
。
な
お
、
海
老

　
澤
美
基
氏
は
、
宣
俊
女
を
「
正
妻
格
扁
（
公
的
に
は
正
妻
で
は
な
い
が
、
実
質
的

　
に
正
妻
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
妻
）
と
評
し
て
い
る
ハ
同
門
中
世
後
期
の
一
条

　
家
の
妻
た
ち
一
『
家
睡
の
妻
、
そ
の
存
立
基
盤
と
継
承
1
」
、
前
近
代
女
性
史
研

　
究
会
編
『
家
・
社
会
・
女
性
－
古
代
か
ら
中
世
へ
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七

　
年
）
。

⑳
　
本
章
注
⑳
所
掲
海
老
澤
論
文
。

⑭
　
菅
原
正
子
「
申
世
後
期
～
天
皇
家
と
比
丘
尼
御
所
1
」
（
『
歴
史
の
な
か
の
皇
女

　
た
ち
㎞
、
本
章
注
⑳
参
照
）
。

⑳
「
女
院
表
」
（
角
田
文
衛
監
修
欄
平
安
時
代
史
事
典
資
料
・
索
引
編
』
三
層
、

　
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
。

⑳
　
通
陽
門
院
（
藤
原
厳
子
、
後
小
松
天
皇
生
母
）
、
光
範
門
院
（
藤
原
資
子
、
称

　
光
天
皇
生
母
）
、
敷
政
門
院
（
源
幸
子
、
後
花
園
天
皇
生
母
）
の
三
人
で
あ
る
。

⑳
　
北
政
所
の
所
領
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し
た
い
が
、
例
え
ば
本
稿
で
も
言
及
し

　
た
藤
原
仁
子
や
週
照
覚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
近
衛
家
領
の
う
ち
か
ら
十
ヶ
所
前
後
の
所

　
領
を
｝
期
の
間
与
え
ら
れ
て
い
た
（
拙
稿
「
近
衛
家
所
領
目
録
と
そ
の
後
扁
、
同

　
槻
中
世
公
家
領
の
研
究
蜘
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
。
初
出
は
～
九
九
六
年
）
。

⑳
　
久
保
貴
子
「
近
世
天
皇
家
の
女
性
た
ち
」
（
『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
㎞
工
号
、

　
二
〇
〇
九
年
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

北政所考（金井）

　
本
稿
で
は
、
従
来
「
家
」
と
の
関
係
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
き
た
北
政
所
を
、
「
家
」
の
外
部
世
界
も
含
め
た
中
世
公
家
社
会
の
な
か
に
据

え
て
、
そ
の
姿
に
新
た
な
方
面
か
ら
光
を
当
て
て
き
た
。
北
政
所
に
関
し
て
ま
だ
論
じ
残
し
た
点
も
多
い
が
、
本
稿
の
段
階
に
お
け
る
成
果
を

こ
こ
に
ま
と
め
て
お
く
。

　
中
世
女
性
へ
の
位
階
授
与
に
際
し
て
は
、
古
代
史
の
方
面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
妻
と
い
う
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
天
皇
や
上
皇
、
女
院
な

ど
に
対
す
る
女
房
・
女
官
と
し
て
の
奉
仕
も
ま
た
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
平
安
中
期
か
ら
鎌
倉
音
盤
に
か
け
て
は
、
摂
関
の
妻
は

主
に
勧
賞
を
直
接
の
理
由
と
し
て
叙
位
さ
れ
て
い
た
が
、
鎌
倉
中
期
か
ら
、
摂
関
の
妻
で
あ
る
こ
と
自
体
が
叙
位
の
理
由
と
な
り
、
北
政
所
は
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従
三
位
に
相
当
す
る
地
位
と
し
て
朝
廷
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

　
院
政
期
に
お
い
て
、
摂
関
の
妻
や
天
皇
・
上
皇
の
妃
な
ど
の
家
政
機
関
の
設
置
は
、
か
つ
て
の
家
令
職
員
令
を
念
頭
に
位
階
を
意
識
し
つ
つ

も
、
そ
れ
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
現
実
に
そ
く
し
て
判
断
さ
れ
て
い
た
。
摂
関
家
男
子
が
摂
関
に
就
任
す
る
前
で
も
、
政
所
始
を
せ
ず
家
司
補

任
の
み
を
行
う
と
い
う
か
た
ち
で
妻
の
た
め
の
家
政
機
関
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
北
政
所
た
る
こ
と
に
連
動
し
て
従
三
位
が
授
与
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
家
司
補
任
も
ま
た
妻
が
従
三
位
で
あ
る
こ
と
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
北
政
所
と
い
う
地
位
を
構
成
す
る
要
素
の
一

つ
と
な
っ
て
い
く
。
正
式
に
北
政
所
と
な
っ
て
か
ら
の
政
所
始
で
は
、
摂
関
の
家
政
機
関
に
対
応
し
、
蔵
人
所
や
侍
所
も
設
け
ら
れ
た
。
北
政

所
の
家
政
機
関
と
摂
関
の
そ
れ
と
は
、
職
員
が
多
く
重
複
す
る
も
の
の
、
組
織
上
も
摂
関
の
認
識
の
上
で
も
別
個
の
存
在
で
あ
っ
た
。
家
政
機

関
を
有
す
る
北
政
所
は
、
摂
関
家
外
部
の
公
家
社
会
に
対
し
て
も
女
院
に
準
じ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
し
た
准
権
門
的
性
格
と

摂
関
家
内
部
で
の
「
家
」
妻
と
し
て
の
性
格
と
が
、
北
政
所
の
な
か
で
は
併
存
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
鎌
倉
中
期
に
摂
関
家
男
子
の
婚
姻
形
態
が
婿
取
婚
か
ら
嫁
取
婚
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
が
摂
関
家
の
「
家
」
に
包
摂
さ
れ
る
時

期
は
早
ま
り
、
嫁
取
の
婚
姻
儀
礼
を
経
て
摂
関
家
に
迎
え
ら
れ
た
妻
は
、
北
政
所
と
し
て
安
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
鎌
倉
後
期
に
は
摂
関
家

へ
の
皇
女
降
嫁
も
行
わ
れ
、
北
政
所
の
高
貴
性
は
よ
り
強
ま
っ
た
。
し
か
し
、
北
政
所
が
准
権
門
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
室

町
期
に
お
い
て
は
、
「
家
」
の
妻
と
し
て
の
役
割
は
、
大
納
言
以
下
の
公
卿
の
女
が
正
式
な
婚
姻
儀
礼
を
経
ず
し
て
務
め
る
こ
と
も
あ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
よ
う
に
従
来
の
北
政
所
と
は
階
層
や
手
続
き
面
で
異
な
る
妻
を
北
政
所
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
判
断
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
北
政
所
の
定
義
は
こ
こ
に
ま
た
揺
ら
ぎ
を
み
せ
、
近
世
に
向
け
て
さ
ら
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
史
や
家
族
史
の
研
究
は
、
中
世
に
お
け
る
女
性
と
「
家
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

特
に
、
女
性
が
「
家
」
の
妻
に
な
る
こ
と
の
意
義
は
、
北
政
所
に
関
す
る
先
行
研
究
を
含
め
て
多
く
の
論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ろ
で
あ
る
。
「
家
」
の
妻
と
な
り
主
婦
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
は
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
。
そ
う
し
た
構
図
を
明
確
に
提
示
し

た
こ
と
は
、
女
性
史
・
家
族
史
研
究
の
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
女
性
を
理
解
す
る
た
め
の
基
本
概
念
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
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「
家
」
が
突
出
し
た
存
在
に
な
っ
た
た
め
に
、
夫
の
「
家
」
と
の
関
係
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
女
性
の
動
向
は
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
、

と
も
い
え
る
。

　
中
世
の
女
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
着
眼
点
と
し
て
「
家
」
ほ
ど
重
要
な
も
の
は
な
い
、
と
い
う
見
方
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
位
階
に

よ
っ
て
北
政
所
は
天
皇
を
頂
点
と
す
る
朝
廷
序
列
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
家
政
機
関
は
北
政
所
を
権
門
に
準
ず
る
存
在
た
ら
し
め
た
。

室
町
期
の
摂
関
家
に
お
い
て
「
家
」
妻
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
大
・
中
納
雷
の
娘
が
必
ず
し
も
北
政
所
と
呼
ば
れ
な
か
っ
た
事
実
は
、
逆
に
、

北
政
所
を
「
家
」
妻
と
し
て
の
み
論
じ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
。
本
稿
の
成
果
を
見
る
限
り
、
北
政
所
は
、

朝
廷
や
公
家
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
も
存
在
意
義
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
家
」
の
妻
と
し
て
の
検
討
か
ら
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な

い
部
分
で
も
あ
る
。

　
そ
し
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
検
討
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
北
政
所
に
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
天
皇
・
上
皇
の
妃
や
公
家
の
妻
の
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

女
房
と
し
て
務
め
る
者
た
ち
が
い
た
よ
う
に
、
自
身
の
中
に
複
数
の
立
場
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
女
性
は
、
公
家
社
会
に
は
他
に
も
数
多
く
存

在
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
る
と
、
様
々
な
種
類
の
女
性
を
複
合
的
視
野
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
中
世
女
性
の
新
た
な
側
面
を

明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
北
政
所
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
検
討
も
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
①
公
家
膚
の
「
家
」
妻
の
主
婦
権
に
関
す
る
専
論
と
し
て
は
、
後
藤
み
ち
子
「
家
　
　
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
。
初
出
は
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。

　
　
業
と
『
王
婦
権
』
1
三
条
西
家
の
場
合
1
」
（
同
『
中
世
公
家
の
家
と
女
性
』
、
吉
　

②
本
稿
第
～
章
注
⑫
参
照
。

（
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
教
授
）

北政所考（金井）
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Kitanomandokoro：　A　Study　of　Noblewomen　in　Medieval　Society

by

KANAI　Shizuka

　　Kitano〃zandokoro（北政所）was　the　title　given　to　wives　of　regents（s8∬妨

i摂政）and　chancel至ors（hanpaku関自）．　Previous　Studies　have　pointed　out

that　kitanomafzdokoro　played　key　roles　in　their　husbands’　househoids　（ie　Ra　）．

In　this　paper，　the　author　approaches　the　medieval　hitanomandokoro　from

different　perspectives．　Almost　no　serious　studies　have　yet　been　undertaken

on　the　hitanomandokoro　from　the　end　of　the　Heian　period　to　the　Muromachi

period．　FilliRg　that　historical　blank　and　increasing　the　number　of　studies　on

medieval　noblewomen　are　also　purposes　of　tkis　paper．

　　Women　who　could　have　court　ranks　in　medieval　noble　society　were

consorts　of　emperors，　court　ladies，　wives　of　courtiers，　and　so　on．　Medieval

emperors　conferred　court　ranks　on　them　at　the　o％παヴ。∫（女叙位），　an

investiture　for　women，　and　on　other　opportunities．　From　the　mid－Heian　to

the　mid－Kamakura　period，　lawful　wives　of　regents　and　chancellors　（sekkan

摂関）had　been　granted　raRks　as麗勿σ（勧賞），　a　reward　for　service　to　an

emperor’s　family．　A　wife　of　the　sekkan　served　the　imperial　family　indirectly

and　could　be　the　recipieRt　of　kenjo一　when　her　husband　did　them　a　service

that　rnerited　it．　From　the　middle　of　the　mid－Kama｝〈ura　period，　however，　the

kitanomandohoro　were　able　to　receive　at　least　the　Junior　Grade　of　the　Third

Court　Rank（iusanmi従三位）simply　for　being　the　wife　of　the　sekhan．　This

indicates　that　emperors，　ex－emperors　and　court　nobles　recognized

kitanomandokoro　as　a　title　wortky　of　such　ranl〈．

　　A　hitanomandokoro　was　able　to　have　her　own　household　management

organization．　ln　the　mid－and－late－Heian　period，　settiRg　up　such　an

organization　was　Rot　necessarily　related　to　her　acquisition　of　court　rank，

although　her　husband’s　assumption　of　office　as　sekkan　provided　the

opportunlty　to　begin　her　mandokoro（政所），　an　administrative　headquarters

for　household　management．　After　」’usanmi　rank　became　one　of　the

characteristics　of　a　kitanomandokoro，　the　rank　became　associated　with

appointment　of　her　keishi（家司），who　were　the　ma圭n　staff　of　the　mandohoro．

At　her　mandokoro－haj’ime（政所始），　a　ceremony　marking　the　beginning　of
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household　management　organizatloR，　a　huroudodokoro（蔵人所）and

samuraidokoro（侍所）were　estab｝ished　with　the　mandokoro，　Most　of　the

staffing　in　these　offices　was　occupied　by　those　who　served　her　husband，　but

this　fact　does　not　mean　her　househoid　management　organizatioh　existed　only

for　her　husband’s　ie．　The　author　thinks　the　organization　also　operated　for

other　noble　groups　because　she　played　her　own　role　in　noble　society．

　　In　the　early－and－mid－Kamakura　period，　the　marriage　style　for　the　sons　of

the　sekkan　was　changing　from〃zukotorikon（婿取婚）toッ。〃zetorihon（嫁取

婚）．Muhotorileon　was　the　style　in　which　a　bridegroom　started　his　marriage

by　visiting　the　bride’s　dwelling，　and　yometorikon　style　in　which　a　bride　came

to　the　bridegroom’s　house　on　their　wedding　day．　From　the　mid－Kamakura

period，　the　procedures　for　a　yometorileon　wedding　were　arranged　by　sekkan

families．　Yometorikon　weddings　gave　the　bride　of　the　son　of　a　selelean　a

strong　possibility　of　becoming　kitanomandokoro，　because　she　could　lead　a

settled　life　in　a　sekkan　family’s　residence　from　the　beginning　of　marriage．　ln

the　late－Kamamura　period，　the　ex－emperor　Karneyama　married　his　two

daughters　to　the　sons　of　sehkan．　That　means　leitanomandohoro　was

considered　a　suitable　title　for　imperial　princesses．　ln　the　Muromachi　period，

wives　of　sehkan　who　married　in　formal　wedding　ceremonies　could　be　called

kitanoinandoleoro．　ln　the　same　period，　however，　some　sons　of　sekkan　did　not

go　through　the　due　formalities　of　a　wedding　to　marry　daughters　of　dainagon

（大納言）and　chanagon（申納書），who　were　both　court　nobles　of　lower

status　compared　to　the　fathers　of　many　of　the　previous　leitanomandohoro．

Those　daughters　who　became　actual　wives　of　selekan　without　officia｝

ceremonies　were　not　necessarily　called　kitanomandokoro，　even　if　they

performed　the　task　as　wives　in　the　ie．　The　presence　of　this　new　type　of　wife

of　sekkan　made　the　concept　of　kitanomandohoro　ambiguous．

　　This　paper　as　a　wkoie　makes　it　clear　that　medieval　kitanomandokoro　had

the　significance　not　only　in　the　ie　of　a　sekkan　but　also　in　noble　society，　which

was　constituted　of　courtiers　ministrant　to　the　emperors．
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